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はじめに 
 

 近年、人口減少や少子高齢社会の進行は、全国的に大きな社会問題となっている中、

子ども・子育てを取り巻く環境も大きく変化してきております。核家族化の進展や就

労形態の多様化、地域コミュニティ意識の希薄化など、子どもを産み育てることに対

する不安や孤立感を感じる家庭は少なくなく、保育に対するニーズも多様化が進んで

きております。昨今、国や地域をあげて社会全体で子ども・子育てを支援する新しい

支え合いの仕組みの構築が進められています。 

 こうした中、本市では、平成 22 年に「かすみがうら市次世代育成支援地域行動計

画（後期計画）」を策定し、安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに育つこと

のできるまちづくりを推進してきました。 

 このたび、子ども・子育て関連３法が平成 24 年８月に成立し、「子ども・子育て

支援法」に基づく、子ども・子育て支援新制度により、子ども・子育て支援のニーズ

を反映した平成 27 年度から５年を１期とする「かすみがうら市子ども・子育て支援

事業計画」を策定いたしました。 

 本計画は、「次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」を引き継いで、次代を担う

子どもたちが将来に夢や希望を持ちながら健やかに成長すること、親たちが子育ての

楽しさと喜びを感じながら成長できること、地域で子育てを温かく見守り、支え合っ

ていくことをめざし、各種事業を展開し、施策の推進を図ってまいります。市民・地

域・企業・市が協働で子育てを支え、子どもが健やかに成長できるまちづくりのため、

市民の皆様におかれましてもご支援とご協力をお願いいたします。 

 最後に、この計画の策定にあたり、ご尽力いただきました「かすみがうら市子ども・

子育て会議」委員の皆様をはじめ、「子ども・子育て支援に関するアンケート調査」

にご協力いただきました市民の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

 平成 27 年３月 

 

かすみがうら市長 坪井  透 
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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨 

 

近年、我が国においては、急速な少子化等を背景として、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく

変化し続けています。 

核家族化の進行や地域のつながりの希薄化を背景とした子育て不安を抱える保護者の増加、女性の

社会進出に伴う低年齢時からの保育ニーズの増加、児童虐待等子どもの権利を脅かす事件の増加など、

子ども・子育てをめぐる課題は複雑化、多様化しています。  

本市においても、平成 22 年に策定した「かすみがうら市次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」

に基づき、次代を担う子どもと子育て家庭への支援を総合的・計画的に推進してきました。  

計画期間における取り組みとして平成 26 年度に保育園３園を開園し、保育事業の拡充、児童館や

学校の余裕教室を活用した放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）を充実するなど、子育て支

援事業を展開してきました。 

国では、少子化対策として平成 15 年に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、総合

的な取り組みを進めてきましたが、子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、新たな支援制

度を構築することとなりました。平成 24 年 8 月に「子ども・子育て関連３法」が制定され、「子ど

も・子育て支援新制度」のもと、「子どもの最善の利益」が実現される社会をめざしながら、制度、

財源を一元化して新しい仕組みを構築し、子どもの幼児期の学校教育・保育の一体的な提供、保育の

量的拡充、家庭における養育支援等を総合的に推進しています。 

こうした背景を踏まえながら、本市における子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援

する環境づくりをより一層進めるため、「かすみがうら市子ども・子育て支援事業計画」を策定します。  

 
  

【子ども・子育て関連３法と子ども・子育て支援新制度の主な内容】 

 

  

新制度の創設に関する次の3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連３法」と呼ばれています。 
１．子ども・子育て支援法 
２．認定こども園法の一部を改正する法律 
３．関係法律の整備等に関する法律（児童福祉法等の改正） 

質の高い幼児期の学校教育 

・保育の総合的な提供 

幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」の普及

を図ること 

保育の量的拡大・確保、 

教育・保育の質的改善 

地域の子ども・子育て 

支援の充実 

地域のニーズを踏まえ、認定こども園、幼稚園、保育所、

小規模保育等を計画的に整備し、待機児童の解消や、多様

な教育・保育の充実を図ること 

地域のニーズに応じ、子ども・子育てに関する様々なニーズに

応えられるように、子ども・子育て支援の充実を図ること 



第１章 計画策定にあたって 

                                                  

 - 2 - 

 

２ 計画の位置づけと期間 

 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

として策定するものです。 

また、市の最上位計画である「かすみがうら市総合計画」をはじめ、「かすみがうら市地域福祉計

画」、「かすみがうら市障害者計画・障害福祉計画」、「かすみがうら市健康増進計画」などの計画との

整合を図るとともに、現行の「かすみがうら市次世代育成支援地域行動計画」を踏襲します。 

 

■計画の位置づけ 
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その他個別計画 

かすみがうら市地域福祉計画 

かすみがうら市 

障害者計画・障害福祉計画 

かすみがうら市健康増進計画 

など 

整合 

かすみがうら市 

次世代育成支援地域行動計画 
踏襲 

かすみがうら市男女共同参画計画 
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（２）計画の期間 

本計画は、新制度が本格的にスタートする平成 27 年度を初年度として、平成 31 年度までの５年間

の計画とします。また、毎年、計画の進捗状況を把握し、必要に応じ計画の見直しを図ります。 

 
   

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

子ども・子育て支援法 

 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第 61 条 市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する

計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

（市町村等における合議制の機関） 

第 77 条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議

会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

 １ 特定教育・保育施設の利用定員に関する事項 

 ２ 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する事項 

 ３ 市町村子ども・子育て支援事業計画に関する事項 

 ４ 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に

関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

 

かすみがうら市 
次世代育成支援地域行動計画（後期計画） 

かすみがうら市 子ども・子育て支援事業計画 
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３ 計画の策定体制 

 

本計画は、子ども・子育て支援法第 77 条に規定するかすみがうら市子ども・子育て会議を中

心とした審議、保護者などへのニーズ調査などにより子ども・子育てに関する状況や意向等を踏

まえ、策定しました。 

 

（１）かすみがうら市子ども・子育て会議 

子ども・子育て支援法第 77 条に基づく機関。保護者、子ども・子育て支援事業者などで構

成しています。 

  

（２）ニーズ調査の実施 

より一層の子育て支援施策の充実に向けて、平成26年度策定の「かすみがうら市子ども・子育

て支援事業計画」の資料として、保育ニーズや子育て支援サービスの利用状況や利用意向、また、

子育て世帯の生活実態、要望・意見などを把握することを目的に、ニーズ調査を実施しました。 

 

      ■調査実施日：平成 25 年 12 月 9 日～平成 25 年 12 月 25 日 
 

 対象者 配布数 回収数 回収率 

1 就学前児童保護者 1,000 人 544 件 54.4％ 

2 小学生保護者 1,000 人 795 件 79.5％ 

 

（３）意見公募の実施 

      公共施設及びホームページにおいて計画案を公表し、意見を募集しました。 

 

■公募期間：平成 27 年 1 月 20 日～平成 27 年 2 月 2 日 

 



                                                  

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

計画の基本的な考え方 
 



                                                  

 



第２章 計画の基本的な考え方 

                                                  

 - 5 - 

 

第２章 計画の基本的な考え方 
 

１ 計画の理念 

 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針では、子ども・子育て支援は、「子どもの最善の利益」

が実現される社会をめざすとの考えを基本に、子どもの視点にたち、子どもの成長と発達が保障さ

れるよう、良質かつ適切な内容及び水準のものとすることをめざしています。 

また、父母その他の保護者は、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識を前提

とし、家庭は教育の原点であり、出発点であるとの認識のもと、子ども・子育て支援に関わる環境

は社会全体で整備することが求められています。 

次世代育成支援地域行動計画における基本理念などの考え方は、子ども・子育て支援法の理念や意

義に包含していることから、これまでの施策の継続性と、より一層の取り組みが必要です。 

こうしたことから、本市における子どもの育ちや子育て支援に関する考え方が共通しているため、

今後も少子化やそれに伴う子どもを取り巻く家庭環境や社会情勢の変化の中で子どもの成長にし

っかりと向き合いながら、質の高い教育・保育や地域における子育て支援の安定的な提供等を、本

計画に的確に位置づけ、子どもの健やかな成長を保障していくこととします。 

本市では、次世代育成支援地域行動計画の理念を踏襲し、引き続き「みんなが輝く子ども育成プ

ラン・かすみがうら」を基本理念として、子ども・子育て支援を推進します。 

 

 

 

みんなが輝く子ども育成プラン・かすみがうら 
 

こどもたちと共に  

そだつ子育てのまち  

だれの子も平等に見守り  

てを取りあって輝く子どもの育成 
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２ 基本的視点 

 

１  地域のみんなで子育てを支援します 

子育てに関わるすべての人がその喜びを感じるためには、地域全体で子育てを温かく、かつ積

極的に関わっていくよう意識していかなければなりません。  

行政各分野、民間事業者（企業）、住民相互が効果的に連携することで、子どもが生き生きと学

び、遊び、子育て中の保護者も安心して暮らしていける地域社会をめざします。 

  

２  すべての親が子育ての楽しさと喜びを享受できるようにします 

すべての親が、心身共にゆとりを持って子育てをしていけるよう、さまざまなサービスを受け

る機会や学習する機会が整備されている必要があります。  

また、子育てについては男女共にさまざまな負担を感じていますが、男性より女性の方がより

負担が強いという結果になっています。子育て負担を強く感じている女性に対する支援を拡充す

るとともに、子育てが女性だけの負担とならない社会づくりを進める必要があります。男女が共

に助け合い、共に子育ての楽しさを享受できる環境づくりをめざします。 

 

３  子どもの自立を支援します 

子どもの幸せを第一に考え、子ども一人ひとりの人権を尊重することが必要です。  

子どもが将来に夢と希望を持ち、その実現に向け自信を持って地域社会の中で生活していける

ことが重要です。子どもたち一人ひとりが地域で生活することの喜びを実感し、地域活動に積極

的に関わりながら、人を思いやる豊かな心や子どもを産み育てることの大切さを学び、それぞれ

の夢の実現に向け主体的にたくましく生きる力を育みながら成長できる環境づくりをめざします。 
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３ 基本目標 

 

『みんなが輝く子ども育成プラン・かすみがうら』の推進にあたり、次の５つを基本目標として設定

します。 

 

 

 

 

基本目標１ 子育て支援の充実したまち 

幼児期における教育・保育事業の充実、社会全体で子育てを支援する体制づくりを

進めます。また、「放課後子ども総合プラン」の体制づくりを推進します。 
 

１．教育・保育提供区域における量の見込みと確保の方策 

２．地域における子育て・子育ちの支援 

３．地域における子どもの活動の場や機会の確保 

４．子育てに対する経済的支援 
 

基本目標２ 親と子どもの健康確保・健康づくりのまち   

子育てをする親と子どもの健康な発育のために、保健・福祉・医療・教育の各分野

が連携しながら母子保健事業や小児医療に関する事業の充実を図ります。 
 

１．安心して妊娠・出産ができる環境づくり 

２．子どもや母親の健康の確保  

３．小児医療の充実  

基本目標３ 
要保護児童への対応などきめ細かな取り組みを 

推進するまち 

すべての子どもの人権が尊重され、また、だれもが身近な地域で自立した生活がで

きるよう、支援を必要とする児童・家庭へのきめ細かな取り組みを推進します。 
 

１．児童虐待防止対策の充実  

２．ひとり親家庭の自立支援の推進   

３．障害児施策の充実 
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基本目標４ 仕事と生活の調和が実現できるまち 

子育て家庭に配慮した企業の取り組みが促進されるよう働きかけていくとともに、

男性を含めた働き方の見直しを促進し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）が実現できる地域社会づくりを推進します。 
 

１．仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

２．仕事と子育ての両立支援   

基本目標５ 子どもが安全に安心して暮らせるまち 

子育て家庭にやさしい地域の道路交通環境、公共施設等の整備を推進するととも

に、関係機関・団体等との連携を強化しながら、子どもが安心して暮らすことのでき

る環境づくりを推進します。 
 

１．子育て家庭にやさしい生活環境の整備  

２．子どもの安全確保に向けた活動の促進  
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かすみがうら市の子ども・家庭の現状 
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第３章 かすみがうら市の子ども・家庭の現状 
 

１ 少子化の動向 

 

（１）人口の推移 

本市の人口推移をみると、平成 26 年４月１日現在は 43,780 人となっています。平成 22 年からの

５年間の推移をみると、減少傾向となっており、５年間で304人の減少となっています。  

また、年齢３区分人口構成比の推移をみると、老年人口の割合が増加する一方で年少人口の割合は減

少しており、いわゆる少子高齢化が進展している状況が分かります。 

 

○本市の人口の推移 
�

（人）

6,028 5,881 5,743 5,763 5,598

28,183 28,055 27,616 27,864 27,102

9,873 9,904 10,178 10,590 11,080

44,084 43,840 43,537 44,217 43,780

0

20,000

40,000

60,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳）

老年人口（65歳以上）

 

資料：住民基本台帳、平成 25年以降は外国人を含む（各年 4月 1日）      

 

○年齢３区分人口構成比 
�

13.7% 13.4% 13.2% 13.0% 12.8%

63.9% 64.0% 63.4% 63.0% 61.9%

25.3%22.4% 22.6% 23.4% 24.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳）
老年人口（65歳以上）

 

資料：住民基本台帳、平成 25年以降は外国人を含む（各年 4月 1日）     
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（２）自然動態の推移 

本市の出生数及び死亡数の推移をみると、近年死亡数が出生数を 180 人以上上回っており、自然減

となっています。本市の出生率では国や県の数値を下回り、平成 25 年では 7.6 となっています。死

亡率では、国や県を大きく上回り、平成 25 年では 12.0 となっています。 

○本市の出生数及び死亡数の推移 

389
358 349

304 318

490 485 502

450453

-184

-64

-92

-141 -181

0

200

400

600

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

（人）

-200

-100

0

100

（人） 出生数 死亡数 自然増減

 

資料：茨城県人口動態統計      

○出生率の推移 
�

9.0

7.6

8.28.3

7.2

8.2
8.3

8.5
8.5

8.2

8.2
8.3

8.0 7.77.9

7.0

8.0

9.0

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

(人口千対) かすみがうら市 国 茨城県

 

資料：茨城県人口動態統計   

 ○死亡率の推移 
�

10.5

11.4

10.5

11.5
12.0

10.0

9.1 9.5

9.9 10.0

10.3
10.5

10.2

9.5
9.8

9.0

10.0

11.0

12.0

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

(人口千対) かすみがうら市 国 茨城県

 

資料：茨城県人口動態統計    
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（３）社会動態の推移 

本市の転入者数及び転出者数の推移をみると、転出者数が転入者数を上回っています。 

 

○本市の転入者数及び転出者数の推移 

1,790 1,842 1,797 1,867

1,606

2,024
1,938 1,994

2,229

1,915

-71
-227

-73

-439 -388

0

1,000

2,000

3,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

（人）

-1,000

0

1,000

2,000

（人） 転入者数 転出者数 社会増加

 

資料：統計 かすみがうら      
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（４）世帯数の推移 

本市の世帯数をみると、平成 26 年４月１日現在 16,723 世帯となっています。平成 22 年からの５

年間の推移をみると、増加傾向となっており、この５年間で 1,108 世帯の増加となっています。また、

世帯数は増加しているものの、総人口が減少していることから、一世帯当たり人員は減少しています。 

 

○本市の世帯数と１世帯当たりの人員の推移 

(世帯）

16,72316,60515,98015,81515,615

2.82 2.77 2.72 2.66 2.62

0

10,000

20,000

30,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

（人）

0

2

4

世帯数 1世帯あたりの人員

 

資料：住民基本台帳、平成 25年以降は外国人を含む（各年 4月 1日）      

 

本市の世帯別の状況では、一般世帯数は増加しており、平成 22 年では 14,701 世帯となっていま

す。世帯の種類別でみると核家族世帯が親族世帯に占める割合は増加しており、核家族化が進んでいる

ことがうかがえます。 

また、18 歳未満親族がいる母子世帯数、およびその構成比ともに増加しています。 

 

○本市の世帯別の状況                                単位：世帯 

  平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

一般世帯数   13,986 14,109 14,701 

  親族世帯数 11,284 11,562 11,396 

    核家族世帯数 7,619 8,172 8,377 

    親族世帯に占める割合 67.5% 70.7% 73.5% 

    その他の親族世帯数 3,665 3,390 3,019 

    親族世帯に占める割合 32.5% 29.3% 26.5% 

  非親族世帯数 70 73 139 

  単独世帯数 2,632 2,474 3,162 

（再掲）母子世帯数 114 175 207 

  親族世帯に占める割合   1.0% 1.5% 1.8% 

  18 歳未満親族がいる母子世帯 108 167 192 

  親族世帯に占める割合   1.0% 1.4% 1.7% 

（再掲）父子世帯数 35 30 29 

  親族世帯に占める割合   0.3% 0.3% 0.3% 

  18 歳未満親族がいる父子世帯 26 28 26 

  親族世帯に占める割合   0.2% 0.2% 0.2% 

資料：国勢調査（平成 22年の一般世帯数合計に誤差あり） 
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２ 婚姻及び出産等の動向 

 

（１）婚姻件数・離婚件数の推移 

本市の婚姻件数は、ゆるやかに減少しており、平成 25 年では 208 件となっています。離婚件数は

ほぼ横ばいとなっており、平成 25 年では 77 件となっています。 

また、本市の婚姻率は、平成 21 年以降上昇していましたが、近年は茨城県と同様の推移となり平成 25

年では、5.0となっています。離婚率では近年は国、県を上回り、平成25年では1.84となっています。 

○本市の婚姻件数・離婚件数の推移 
�

226 230 219 209 208

96
80 73

86 77

0

100

200

300

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

(件) 婚姻件数 離婚件数

 
資料：茨城県人口動態統計 

○婚姻率の推移 
�

4.0

4.9

4.6

5.1 5.0

5.3

5.6
5.5

5.2
5.3

5.0

4.94.9

5.2
5.1

4.0

5.0

6.0

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

(人口千対) かすみがうら市 国 茨城県

 
資料：茨城県人口動態統計 

○離婚率の推移 
�

2.12
2.02

1.83

1.71

1.84

1.84
2.01

1.99

1.87
1.87

1.81
1.74

1.74
1.93

1.94

1.50

2.00

2.50

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

(人口千対) かすみがうら市 国 茨城県

 
資料：茨城県人口動態統計 
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（２）未婚率の推移 

本市の未婚率では、男女ともに上昇傾向にあることがうかがえます。 

特に男性、女性ともに 30 歳以上の未婚率の上昇が顕著となっています。 

 

○本市の未婚率の推移 

女　性86.5% 85.3% 85.5%

48.2%
53.8% 55.2%

20.4%
24.9%

32.8%

8.1%
15.6%

19.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成12年 平成17年 平成22年

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

男　性

90.7% 90.9% 91.9%

68.9% 68.2% 69.1%

42.3%
44.8%

50.5%

23.6%

32.5%
37.0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成12年 平成17年 平成22年

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

 

資料：国勢調査 

 

 

（３）合計特殊出生率※１の推移 

本市の合計特殊出生率は、全国や茨城県を下回っています。 

○本市の合計特殊出生率の推移 

1.37

1.39
1.39

1.41
1.431.44

1.39
1.42

1.41

1.37
1.35 1.36

1.32

1.40

1.30

1.20

1.30

1.40

1.50

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

国

茨城県

かすみがうら市

 
資料：茨城県人口動態統計 

                                                   
※１合計特殊出生率：15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率

で一生の間に産むとしたときの子どもの数に相当します。 
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（４）児童数の推移 

本市の 11 歳以下の児童数の推移では、年々減少しており、5 年間で 479 人減少して平成 26 年 4

月現在で 4,325 人となっています。このうち、０～5 歳の就学前児童数は、2,019 人、６～11 歳の

小学生児童数は 2,306 人となっています。 

 

○本市の児童数の推移 
�

（人）

359 349 323 327 307

389 346 351 327 338

403 378 337 366 313

380 396 372 345 362

355 370 392 373 336

403 345 369 401 363

436
406 333 366 386

390
424

403 337 361

417
384 428 402

334

424
415 382 434

403

432
418

414 385
437

416
429

415 427
385

4,325
4,4904,519

4,660
4,804

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

11歳

10歳

9歳

8歳

7歳

6歳

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

0歳

 

資料：住民基本台帳、平成 25年以降は外国人含む（各年 4月 1日）     
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３ 人口推計 

 

（１）人口推計 

人口推計は、平成 22 年から平成 26 年の住民基本台帳人口（各年 4 月１日）をもとに、行っ

ています。その結果、総人口は平成 31 年には 43,000 人になると推計しています。 

また、年齢３区分人口構成比の推移をみると、14 歳以下の年少人口は減少し続け、その割合は

平成 31 年には 11.1％の推計となります。 

 

○本市の人口推計の推移 
�

（人）

6,028 5,881 5,743 5,763 5,598 5,430 5,277 5,106 4,968 4,765

28,183 28,055 27,616 27,864 27,102 26,738 26,436 26,197 25,951 25,812

9,873 9,904 10,178 10,590 11,080 11,435 11,767 12,157 12,166 12,423

43,00043,08543,46043,48043,60343,78044,21743,53743,84044,084

0

20,000

40,000

60,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳） 老年人口（65歳以上）

 

 

 

資料：住民基本台帳、平成 25年以降は外国人含む（各年 4月 1日） 

                            平成 27年以降はコーホート変化率法※１による推計値 

 

 

○年齢３区分人口構成比 
�

13.7% 13.4% 13.2% 13.0% 12.8% 12.5% 12.1% 11.7% 11.5% 11.1%

63.9% 64.0% 63.4% 63.0% 61.9% 61.3% 60.8% 60.3% 60.2% 60.0%

25.3% 26.2% 27.1% 28.0% 28.2% 28.9%22.4% 22.6% 23.4% 24.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳） 老年人口（65歳以上）

 
 

 

                               資料：住民基本台帳、平成 25年以降は外国人含む（各年 4月 1日）  
                                       平成 27年以降はコーホート変化率法による推計値 

                                      ※端数処理上合計が 100％にならない箇所があります。    

            

                                                   
※１コーホート変化率法：コーホート（同年（または同期間）に出生した集団）ごとの 5年間の人口増減を変化率と

してとらえ、その率が将来も大きく変化しないものとして推計する方法。0 歳の子ども人

口は、25～44歳女性人口との比率により推計。 

推計値 

推計値 
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（２）将来の児童数の推計 

本市における11歳までの将来の児童数では、平成31年には3,665人になると推計しています。

本計画期間である平成27年から平成31年までに542人程度児童が減少すると推計しています。 

○本市の将来の児童数の推移 
�

（人）

359 349 323 327 307 291 285 276 269 258

389 346 351 327 338 308 292 286 277 270

403 378 337 366 313 332 302 286 280 271

380 396 372 345 362 312 331 301 285 279

355 370 392 373 336 356 307 326 296 280

403 345 369 401
363 333 353 304 323 293

436
406 333 366

386
356 327

347 298 317

390
424

403 337 361
383

353 324 344 295

417
384

428 402
334 360

382
352 323 343

424
415

382 434
403 334

360
382

352
323

432
418

414 385
437

403
334

360
382

352

416
429

415 427
385

439
405

336
362

384

4,325
4,207

4,031
3,880 3,791

3,665

4,4904,519
4,660

4,804

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

11歳

10歳

9歳

8歳

7歳

6歳

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

0歳

 

 
資料：住民基本台帳、平成 25年以降は外国人含む（各年 4月 1日）   

                                  平成 27年以降はコーホート変化率法による推計値        

 

 

 

○計画対象年齢別の推移 

  

�

（人）

359 349 323 327 307 291 285 276 269 258

792 724 688 693 651 640 594 572 557 541

1,138 1,111 1,133 1,119 1,061 1,001 991 931 904 852

1,243
1,214 1,164 1,105

1,081 1,099 1,062
1,023 965 955

1,272
1,262

1,211 1,246
1,225 1,176

1,099
1,078 1,096

1,059

4,804
4,660

4,519 4,490
4,325

4,207
4,031

3,880 3,791
3,665

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平 成 2 2 年 平 成 2 3 年 平 成 2 4 年 平 成 2 5 年 平 成 2 6 年 平 成 2 7 年 平 成 2 8 年 平 成 2 9 年 平 成 3 0 年 平 成 3 1 年

9 ～ 1 1 歳

6～ 8歳

3～ 5歳

1～ 2歳

0歳

 

 

 

資料：住民基本台帳、平成 25年以降は外国人含む（各年 4月 1日）   
                                  平成 27年以降はコーホート変化率法による推計値       

           

 

推計値 

推計値 
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４ 就業の状況 

 

本市の就業者数の推移は、男性、女性ともに減少していますが、平成 22 年の女性の就業率※1は微

増しています。 

また、年齢別の就業率をみると、男性の就業率では 25～59 歳は８割以上を保っています.。女性

では平成 12 年、17 年では 30 代前後を機に減少し、40 歳を超えると就業率は再び高くなる「Ｍ字

曲線」を示しており、30 代前後で結婚や出産を理由として離職する割合が高くなっているものと考

えられます。しかし、平成 22 年の女性の年齢別の就業率では、「Ｍ字曲線」が浅くなっています。 

 

○本市の就業者数、就業率の推移 

13,794 13,112
14,516

�

9,578 9,456 9,491

74.7% 72.4% 69.9%

50.5%49.4%50.2%

0

10,000

20,000

30,000

平成12年 平成17年 平成22年

(人)

-50%

0%

50%

100%

男性の就業者数 女性の就業者数

男性の就業率 女性の就業率

 

資料：国勢調査 

 

○年齢別の就業率の推移 

女　性
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40%
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資料：国勢調査 

                                                   
※1就業率：15歳以上の人口のうちの就業者数の割合 
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５ かすみがうら市の子育て支援の状況 

 

（１）認可保育所入所児童数の推移 

本市における認可保育所数は平成 26 年 4 月現在、10 か所となっています。また、本市の認可保

育所入所児童数をみると、平成 26 年 4 月現在で 924 人となっています。 

 

○本市の認可保育所入所児童数の推移 ※市外からの利用者含む 
�

（人）

44 47 42 31 53

104 99 114 107
118

173 148 146 151
158

198 228 199
186

193

211 214 229
214

190

214 204 222
236 212

940 952
925 924944

0

500

1,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

0歳

 

資料：子ども家庭課（各年 4月 1日）   

 

 

 

 

○保育所(園)別入所状況（各年 4月 1日）※市外からの利用者含む               単位：人 

  園数 定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 入所率 

平成 22年度 7 980 44 104 173 198 211 214 944 96.3% 

平成 23年度 7 980 47 99 148 228 214 204 940 95.9% 

平成 24年度 7 980 42 114 146 199 229 222 952 97.1% 

平成 25年度 7 980 31 107 151 186 214 236 925 94.4% 

平成 26年度 10 1,248 53 118 158 193 190 212 924 74.0% 

資料：子ども家庭課
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（２）幼稚園就園児童数の推移 

本市における幼稚園数は平成 26 年５月現在、２か所となっています。また、本市の幼稚園就園児

童数は、平成 26 年 5 月現在で 238 人となっています。 

 

○本市の幼稚園就園児童数の推移 ※市外からの利用者含む 
�

（人）

104
87 82

50
75

97 118
103

93
69

120
92

115

100 94

321

297 300

243 238

0

100

200

300

400
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５歳児

４歳児

３歳児

 

                     資料：子ども家庭課（各年 5月 1日）  

 

 

○幼稚園別入園状況（各年 5 月 1 日） ※市外からの利用者含む         単位：人 

  園数 定員 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 入園率 

平成 22年度 2 410 104 97 120 321 78.3% 

平成 23年度 2 410 87 118 92 297 72.4% 

平成 24年度 2 410 82 103 115 300 73.2% 

平成 25年度 2 410 50 93 100 243 59.3% 

平成 26年度 2 355 75 69 94 238 67.0% 

     資料：子ども家庭課 
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（３）小学生児童数の推移 

本市における小学校数は平成 26 年４月現在 13 校となっています。また、本市の小学生児童数を

みると、年々減少しており、平成 26 年 4 月現在で 2,266 人となっています。 
 

○本市の小学生児童数の推移 
�

（人）

441 404 329 362 375

388 432
396 325 357

416 383
432 394 324

418 413
380 430 397

441 412
415

432

421 437
410

381

2,525 2,481
2,362

2,304 2,266

377

416

0

1,000

2,000

3,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

6年生

5年生

4年生

3年生

2年生

1年生

 
資料：学校教育課（各年 4月 1日）   

（４）中学生生徒数の推移 

本市における中学校数は平成 26 年度に中学校の統合があり、平成 26 年４月現在、３校となって

います。また、本市の中学校生徒数は横ばいとなっており、平成 26 年で 1,205 人となっています。 
 

○本市の中学生生徒数の推移 
�

（人）

390 405 408 395 403

413 387 402 408 393

402 416 384 403 409

1,205 1,208 1,194 1,206 1,205

0

500

1,000

1,500
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1年生

 

                                      資料：学校教育課（各年 4月 1日） 
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（５）放課後児童クラブ利用児童数の推移 

本市における放課後児童クラブ数は平成 26 年４月現在、20 クラブとなっています。また、本市

の放課後児童クラブ利用児童数は、平成 26 年４月現在で 656 人となっています。 

 

○本市の放課後児童クラブ利用児童数の推移 
�

（人）
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162
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資料：子ども家庭課（各年 4月 1日）   

 

 

 

 

○放課後児童クラブ利用児童数の状況（各年 4月 1日）                   単位：人 

  
児童 

クラブ数 
定員 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 合計 利用率 

平成 22年度 16 640 172 155 130 80 40 17 594 92.8% 

平成 23年度 16 605 162 182 127 64 37 18 590 97.5% 

平成 24年度 19 678 131 162 139 64 36 25 557 82.2% 

平成 25年度 20 730 162 143 151 81 39 28 604 82.7% 

平成 26年度 20 730 204 184 135 72 39 22 656 89.9% 

                                                  資料：子ども家庭課 
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第４章  施策の展開       
 

基本目標 １ 子育て支援の充実したまち 

 

１．教育・保育提供区域における量の見込みと確保の方策 

 

（１）教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法の規定に基づく本市の教育・保育提供区域は、市全体を１区域として設定

します。保護者や子どもが質の高い教育・保育及び子育て支援の提供を受けることができるよう、

地理的条件、人口、交通事情、生活行動などの社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・

保育を提供するための施設の整備の状況などを総合的に勘案します。 

 

■本市における教育・保育提供区域 

区分 / 施設・事業名 区 域 

教
育
・
保
育 

教育・保育施設 保育所（園）・認定こども園 

市全体 

地域型保育事業 
小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、
事業所内保育 

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業 

≪子ども・子育て支援法第５９条に規定されている事業≫ 

① 利用者支援事業 

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 時間外保育（延長保育） 

④ 子育て短期支援事業 

⑤ 一時預かり事業 

⑥ 病児・病後児保育事業 

⑦ 子育て援助活動支援事業（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ） 

⑧ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

⑨ 妊婦健康診査 

⑩ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑪－1 養育支援訪問事業 

⑪－2 要支援・要保護児童支援事業 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 



第４章 施策の展開 

                                                 

- 24 - 

 

（２）教育・保育施設の量の見込み及び確保の方策 

国から提示される基本指針等に沿って、教育・保育提供区域ごとに、計画期間における「幼

児期の学校教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数）」を定めることとされています。  

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、教育・保育施設及び地域型保育事業による

確保の内容及び実施時期を設定します。 

 

子ども・子育て支援法では、特定教育・保育施設利用のための認定及び保育の必要性を認定した

上で給付を支給する仕組みとなります（同法第19条）。その際の認定の区分についてまとめると下

記のとおりとなります。 

 

     ■認定区分 

区分 年齢 対象事業 対象家庭類型 

１号認定 3～5 歳 幼稚園・認定こども園 

専業主婦（夫）家庭、 

共働きであるが幼稚園

利用の家庭 

２号認定 3～5 歳 保育所・認定こども園 共働き家庭 

３号認定 0 歳、1・2 歳 保育所・認定こども園、地域型保育 共働き家庭 

     

■事業一覧 

事業 対象事業 

特定教育・保育施設 幼稚園・保育所・認定こども園 

特定地域型保育事業 

・小規模保育  （定員６人以上 19 人以下） 

・家庭的保育  （定員５人以下 

         保育者の居宅等において保育を行う） 

・居宅訪問型保育（子どもの居宅等において保育を行う） 

・事業所内保育所（事業所の従業員の子どもに加えて、地域

の保育を必要とする子どもの保育を実施

するものに限る） 

確認を受けない幼稚園 

（新制度に移行しない幼稚園） 

私学助成の幼稚園（子ども・子育て支援新制度以前の制度の

継続を希望する園） 
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■教育・保育施設の量の見込み及び確保の方策の見方 

 

 

 
 平成 27年度 平成 28年度 

量の見込み 90 88 

 
確保の

方策 

保育所・認定こども園 97 97 

家庭的保育事業等 0 0 

確保の方策－量の見込み 7          9 

 

 

 

 

 

 

 

① ０歳児保育（３号認定子ども） 
 

■現在の利用状況 

          （各年 4月 1日） 
 

平成 25年度 平成 26年度 

利用者数 （人） 31 53 

※利用者数＝保育所(園)・認定こども園入所児童数 
※市外受託者を含む 

 

■量の見込み及び確保の方策 

出産後、早期の職場復帰を希望する保護者が安心して預けることができるよう、保育所(園)

及び認定こども園において、必要な０歳児保育利用定員の確保及び家庭的保育事業等の推進を

図っていきます。 

（単位：人） 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 90 88 85 83 79 

確保の

方策 

保育所（園）・認定こども園 97 97 97 97 97 

家庭的保育事業等 0 0 3 3 3 

確保の方策－量の見込み 7          9 15 17 21 

 

計画年度 量の見込み： 

将来推計人口や事業の利用

率などから算出される当該

年度のニーズ量（需要量）を

表示 

確保の方策： 

現在の施設状況や今後の整

備状況を勘案した事業種類

毎の提供可能な量（供給量）

を表示 
確保の方策－量の見込みによ

り算出される事業の需要と供

給の差（マイナスは不足量を示

します） 

利用見込み数 

年度 
内容 

年度 内容 

年度 
内容 
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② １・２歳児保育（３号認定子ども） 

 

■現在の利用状況 

        （各年 4 月 1 日） 
 

平成 25年度 平成 26年度 

利用者数 （人） 258 276 

※利用者数＝保育所(園)・認定こども園入所児童数              
※市外受託者を含む 

 

■量の見込み及び確保の方策 

共働き家庭やひとり親家庭の保護者が安心して預けることができるよう、保育所(園)及び認

定こども園において、必要な１～２歳児保育利用定員の確保及び家庭的保育事業等の推進を図

っていきます。 

（単位：人） 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 340 330 318 310 301 

確保の

方策 

保育所（園）・認定こども園 359 359 359 359 359 

家庭的保育事業等 0 0 9 9 9 

確保の方策－量の見込み 19 29 50 58 67 
 

 

③ ３～５歳児保育（２号認定子ども） 
 

■現在の利用状況 

        （各年 4 月 1 日） 
 

平成 25年度 平成 26年度 

利用者数 （人） 636 595 

※利用者数＝保育所(園)入所児童数 
※市外受託者を含む 

 

■量の見込み及び確保の方策 

共働き家庭やひとり親家庭の保護者が安心して預けることができるよう、保育所（園）にお

いて、必要な３～５歳児保育利用定員の確保を図ります。 

（単位：人） 

 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 545 540 507 492 464 

確保の

方策 
保育所（園） 664 664 664 664 664 

確保の方策－量の見込み 119 124 157 172 200 
 

年度 

年度 

内容 

内容 

年度 

内容 

内容 
年度 
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④ ３～５歳児教育・保育（１号認定子ども及び２号認定子ども） 

 

■現在の利用状況 

                           （各年 5 月 1 日） 
 

平成 25年度 平成 26年度 

市内施設利用者数（市内在住者） （人） 199 196 

市内施設利用者数（市外在住者） （人） 44 42 

市外施設利用者数（市内在住者） （人） 203 201 

        ※施設利用者数＝認定こども園・幼稚園入園児童数 

 

■量の見込み及び確保の方策 

世帯ごとの多様な就労状況や、子育てに対する保護者の考え方に応じた適切な教育・保育が提

供できるよう、認定こども園、幼稚園等において、必要な３～５歳児教育・保育利用定員の確保

を図ります。 

（単位：人） 
 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

1 号認定 ２号認定 1 号認定 ２号認定 1 号認定 ２号認定 

量の見込み 299 83 296 82 278 77 

確保の
方策 

認定こども園（市内） 195 50 195 50 195 50 

幼稚園等（市外） 107 48 107 48 107 48 

確保の方策－量の見込み 3 15 6 16 24 21 

 

 平成 30年度 平成 31年度 

1 号認定 ２号認定 1 号認定 ２号認定 

量の見込み 270 75 254 71 

確保の
方策 

認定こども園（市内） 195 50 195 50 

幼稚園等（市外） 107 48 107 48 

確保の方策－量の見込み 32 23  48 27 

年度 
内容 

年度 

内容 区分 

年度 

区分 
内容 
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各認定区分における教育・保育施設のニーズ量と確保策は以下の様になります。 

また、実施状況について年度ごとに進捗状況を管理し、利用者の動向等を鑑みながら、確保量（利用

定員）を見直し、事業を展開していくものとします。 

                                      （単位：人） 
 

 
2 号 3 号 

備考 
１号 

幼稚園 

利用 

左記 

以外 
０歳 １・２歳 

平
成
２
７
年
度 

推計児童数 1,001 291 640 

 

量の見込み（①） 299 83 545 90 340 

確
保
の
方
策

（
②
） 

特定教育・保育施設 195 50 664 97 359 

特定地域型保育事業    0 0 

広域利用（市外幼稚園等） 107 48    

②－①     3 15 119 7 19 

平
成
２
８
年
度 

推計児童数  991 285 594 

 

量の見込み（①） 296 82 540 88 330 

確
保
の
方
策

（
②
） 

特定教育・保育施設 195 50 664 97 359 

特定地域型保育事業    0 0 

広域利用（市外幼稚園等） 107 48    

②－①     6 16 124 9 29 

平
成
２
９
年
度 

推計児童数  931 276 572  

 

 

 

保育需要に応じ、家庭的保

育事業等を進めていきま

す。 

量の見込み（①） 278 77 507 85 318 

確
保
の
方
策

（
②
） 

特定教育・保育施設 195 50 664 97 359 

特定地域型保育事業    3 9 

広域利用（市外幼稚園等） 107 48    

②－①     24 21 157 15 50 

平
成
３
０
年
度 

推計児童数  904 269 557 

量の見込み（①） 270 75 492 83 310 

確
保
の
方
策

（
②
） 

特定教育・保育施設 195 50 664 97 359 

特定地域型保育事業    3 9 

広域利用（市外幼稚園等） 107 48    

②－①     32 23 172 17 58 

平
成
３
１
年
度 

推計児童数  852 258 541 

量の見込み（①） 254 71 464 79 301 

確
保
の
方
策

（
②
） 

特定教育・保育施設 195 50 664 97 359 

特定地域型保育事業    3 9 

広域利用（市外幼稚園等） 107 48    

②－①     48 27 200 21 67 
 

区分 

内容 年
度 
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（３）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保の方策 

国から提示される基本指針等に沿って、計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量

の見込み」を定めることとされています。  

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、確保の内容及び実施時期を設定します。  

 

 

① 利用者支援事業  対象：子どもの保護者（主に就学前児童保護者） 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提

供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 

 

■現在の取り組み状況 

本市では利用者支援として子育て支援のチラシ発行などによる情報提供を行っています。ま

た、子ども家庭課の窓口などで、子育て中の保護者からの相談に応じています。 

 

■量の見込み及び確保の方策 

今後も引き続き、利用者支援事業として、子ども家庭課の窓口において保護者からの子育て

に関する相談に対応していきます。 

 

  
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み （ヶ所） 1 1 1 1 1 

  確保の方策 

 提供体制 （ヶ所） 1 1 1 1 1 

確保の方策－量の見込み 0 0 0 0 0 

 

年度 
内容 
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② 地域子育て支援拠点事業 対象：0～2 歳 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提

供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

■現在の利用状況 

 

〔子育て支援センター〕 
 

平成 25年度 
平成 26年度 

見込み 

実施ヶ所 4 6 

利用者数 （人回/年） 26,949 25,952 

 

■量の見込み及び確保の方策 

施設定員の設定はしていませんが、利用のニーズ量の確保を図るとともに、利用者のニーズをと

らえて事業の拡充を図り、既存施設が質・量ともに十分な受け皿となるような方策を検討します。 

今後も、利用者のニーズを的確にとらえ、乳幼児活動や相談事業の充実、交流・参加型事業

の充実など、子育て支援拠点としての事業の充実を図ります。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み （人回/年） 35,299 33,328 32,152 31,318 30,295 

確保の方策      

 
提供体制 （ヶ所） 6 6 6 6 6 

利用者数 （人回/年） 35,299 33,328 32,152 31,318 30,295 

確保の方策－量の見込み 0 0 0 0 0 
 

 

年度 

内容 
年度 

内容 
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③ 時間外保育（延長保育） 対象：0～5 歳 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外の時間において、保育所（園）、認定

こども園において保育を実施する事業です。 

 

■現在の利用状況 

（各年 4 月） 
 

平成 25年度 平成 26年度 

実施ヶ所 7 10 

利用者数 （人日/月） 88 171 

 

■量の見込み及び確保の方策 

利用実績を踏まえ、計画期間においては従来と同程度の事業量を見込んでおり、引き続き事

業を実施し、事業量に応じた体制づくりに努めます。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み （人日/月） 222 215 205 199 190 

確保の方策      

 
提供体制 （ヶ所） 11 11 11 11 11 

利用者数 （人日/月） 222 215 205 199 190 

確保の方策－量の見込み 0 0 0 0 0 

 

年度 
内容 

年度 
内容 
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④ 子育て短期支援事業 対象：0～１８歳未満 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に

ついて、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業〔短期入所生活援助事業（ショー

トステイ事業）〕です。 

 

■現在の利用状況 

 
 

平成 25年度 
平成 26年度 

見込み 

実施ヶ所 1 1 

利用者数 （人日/年） 10 7 

  ※市外委託により実施 

 

■量の見込み及び確保の方策 

現在、宿泊を伴う保育支援の需要は必ずしも高いものではありませんが、ひとり親家庭の増加

や女性の就労増等に伴い、ニーズの増加が今後見込まれます。事業の性質上近隣市の児童養護施

設等への委託を検討し、ニーズに対応していきます。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み （人日/年） 35 33 32 31 30 

確保の方策      

 
提供体制 （ヶ所） 2 2 2 2 2 

利用者数 （人日/年） 35 33 32 31 30 

確保の方策－量の見込み 0 0 0 0 0 
 

       ※提供体制は、市外委託 

年度 

内容 
年度 

内容 
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⑤ 一時預かり事業 

⑤－１幼稚園・認定こども園の在園児を対象とした預かり保育 対象：３～5 歳 

幼稚園や認定こども園を利用する保護者の多様なニーズに対応するため、幼稚園等で定める

通常の保育時間の前後や、長期休業日に希望する在園児を預かり保育することにより、幼児の

心身の健全な発達を図り、保護者の子育て支援を行う事業です。 

 

■現在の利用状況 

 
 

平成 25年度 
平成 26年度 

見込み 

実施ヶ所 2 2 

利用者数 （人日/年） 9,301 7,736 

 

■量の見込み及び確保の方策 

保護者の利用ニーズに対応できるよう、引き続き事業を実施し、事業量の確保に努めます。 

 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 

 

１号認定 利用者数 
(人日/年) 

885 876 823 799 753 

２号認定 利用者数 
（人日/年） 

14,309 14,167 13,309 12,923 12,179 

確保の方策      

 

提供体制  （ヶ所） 2 2 2 2 2 

1号認定 利用者数 
（人日/年） 

885 876 823 799 753 

２号認定 利用者数 
（人日/年） 

14,309 14,167 13,309 12,923 12,179 

確保の方策－量の見込み 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

内容 
年度 

内容 
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⑤－２ 在園児以外を対象とする一時預かり保育事業  対象：０～5 歳 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間保育

所（園）において、一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。 

 

■現在の利用状況 

市内の保育所（園）８か所において、預かり保育を実施しています。 

学校行事等の行事参加やリフレッシュなど、多様な保育需要に対応するために一時保育事業

を実施しています。 
 

平成 25年度 
平成 26年度 

見込み 

実施ヶ所 6 8 

利用者数 （人日/年） 521 888 

 

■量の見込み及び確保の方策 

市内の保育園の８か所において実施する一時預かり事業を中心的な方策として必要な事業量

の確保を図ります。 

 

 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み （人日/年） 1,319 1,257 1,206 1,173 1,129 

確保の方策      

 
提供体制 （ヶ所） 8 8 8 8 8 

利用者数 （人日/年） 1,319 1,257 1,206 1,173 1,129 

確保の方策－量の見込み 0 0 0 0 0 

年度 
内容 

年度 
内容 
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⑥ 病児・病後児保育事業 対象：0～5 歳 

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に

保育等する事業です。 

現在市内では病児・病後児保育事業について実施しておりません。 

保護者が就労している等で、保育園に通っている子どもが病気になったときでも休めない場

合があり、代わって病気の子どもの世話をする病児保育のニーズが高まっています。病児・病

後児が安心して過ごせる保育環境を整えるために、安心、安全な施設や保育体制づくりを検討

していきます。 

■量の見込み及び確保の方策 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み （人日/年） 359 348 331 322 307 

確保の方策 今後検討 

 

 

 

⑦ 子育て援助活動支援事業（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ） 対象：乳幼児、就学児  

子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助を行いたい方（協力会員）の会員組

織で、会員相互による育児の援助活動を行う事業です。 

現在は実施していません。事業の実施については、計画期間中、利用者のニーズや事業の担

い手となる人材の確保等を考慮し、検討します。 

■量の見込み及び確保の方策 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み (人日/年) 7 7 7 7 7 

確保の方策 今後検討 

 

年度 
内容 

年度 
内容 
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  ⑧ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 対象：小学１年生～６年生 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校

の余裕教室、児童館等を活用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

 

■現在の利用状況 

本市では、保護者が昼間家庭にいない小学１年生～３年生（一部 6 年生まで）の児童を対象

に、放課後に遊びや生活の場を提供する事業を実施しています。 

（各年 4 月 1日） 
 

平成 25年度 平成 26年度 

クラブ数 20 20 

登録児童数 

 
1 年生～3年生 （人） 456 523 

4 年生～6年生 （人） 148 133 

 

■量の見込み及び確保の方策 

対象児童が６年生までに拡大することもあり、より多くのニーズが見込まれます。児童が身

近な地域で利用できるように、市内の施設や民間事業所において事業を実施するとともに、今

後も小学校余裕教室などの活用や民間事業者との連携・協力により、必要な事業量の確保に努

めます。 

また、「放課後児童健全育成事業」においては、遊びの場の拡大と幅広い年齢での遊びの共有

及び共働き家庭の子どもに対する放課後の居場所の確保に向けた対応をします。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 

 
1年生～3年生 (人) 558 544 524 503 529 

4年生～6年生 (人) 181 171 170 178 175 

確保の方策      

 
提供体制（クラブ数） 22 22 22 22 22 

定 員    （人） 800 800 800 800 800 

確保の方策－量の見込み 61 85 106 119 96 

年度 
内容 

年度 
内容 
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⑨ 妊婦健康診査  対象：すべての妊婦 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、

②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を

実施する事業です。 

 

■現在の取り組み状況 

本市では、医療機関等において、妊婦健診を実施しています。 

 
 

平成 25年度 
平成 26年度 

見込み 

受診者数 （人） 311 300 

受診回数 （人回/年） 3,850 3,450 

 

■量の見込み及び確保の方策 

すべての妊婦の受診を見込んでいます。引き続き医療機関等における受診体制の確保を図りま

す。さらに、受診する妊婦の利便性の向上と受診機会の拡大に努めます。 

 

量の見込み 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

受診者数 （人） 291 285 276 269 258 

受診回数 （人回/年） 3,347 3,278 3,174 3,094 2,967 

  ※受診者数は、人口推計（将来の児童数の推計）0 歳児の数値を見込数とした。 

年度 

内容 

年度 
内容 
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⑩ 乳児家庭全戸訪問事業   対象：生後４か月までの乳幼児のいる全ての家庭 

乳児（生後４か月まで）のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や保育環

境等の把握を行う事業です。 

 

■現在の取り組み状況 

市内の乳児（生後４か月まで）のいる家庭に対し、市の保健師が自宅に訪問し、母子の心身

の状況と保育環境の把握、子育てに関する情報提供、育児についての相談や助言、その他必要

な支援を行っています。 

 
 

平成 25年度 
平成 26年度 

見込み 

訪問乳児数 （人） 224 250 

 

■量の見込み及び確保の方策 

 ０歳児の将来推計結果から、すべての家庭への訪問を見込んでいます。引き続き、市の健康

長寿課霞ヶ浦保健センターによる事業を実施していきます。 

訪問結果により支援が必要と判断された家庭について、適宜、関係者によるケース会議を行

い、養育支援訪問事業をはじめとした適切なサービスの提供につなげていきます。 

 

量の見込み 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

訪問乳児数 （人） 291 285 276 269 258 

※訪問乳児数は、人口推計（将来の児童数の推計）0歳児の数値を見込数とした。 

年度 

内容 

年度 

内容 
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⑪－1 養育支援訪問事業   対象：養育支援が特に必要な家庭（妊産婦も含む） 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行う

ことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

■現在の取り組み状況 

乳児家庭全戸訪問事業や乳幼児健診事業などで発見した養育支援が必要と思われる家庭や若

年妊婦、若年で出産した保護者に対し、保健センターと連携し、保健師、保育士が家庭訪問に

より、養育や育児に関する指導、助言を行っています。 

 
 

平成 25年度 
平成 26年度 

見込み 

訪問人数 （人） 11 20 

 

■量の見込み及び確保の方策 

利用実績を踏まえ、計画期間においては過去の実績の平均と同等以上の事業量を見込んでい

ます。引き続き、市の子ども家庭課子ども未来室において事業を実施し、乳児家庭全戸訪問事

業の結果などから対象者の把握に努めるとともに、家庭児童相談員・保健師・保育士等の配置

により、必要な事業量の確保に努めます。 

 

量の見込み 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

訪問人数 （人） 30 30 40 40 40 

 

 

年度 
内容 

年度 

内容 
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⑪－2 要支援・要保護児童支援事業    

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整

機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化

を図る取り組みを実施する事業です。 

 

■現在の取り組み状況 

要保護児童対策地域協議会の代表者会議や解決が困難な事例検討を行う実務者会議を開催し

ています。また、関係機関で構成している実務者を対象に虐待防止に関する研修会や講演会を

開催するなど、会員の資質向上に努めています。 

 
 

平成 25年度 
平成 26年度 

見込み 

要支援児童数 （人） 6 6 

要保護児童数 （人） 19 20 

要保護児童対策地域 
協議会の開催  （回） 

11 15 

 

■量の見込み及び確保の方策 

実績を踏まえ、計画期間においては過去の実績の平均と同等以上の事業量を見込んでいます。 

要保護児童対策地域協議会のさらなる機能強化を図り、児童虐待防止対策を充実させていき

ます。 

 

量の見込み 
 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

要支援児童数 （人） 10 10 10 10 10 

要保護児童数 （人） 20 20 20 20 20 

要保護児童対策地域 
協議会の開催  （回） 

15 15 15 15 15 

 

年度 

内容 

年度 

内容 
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⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき

日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要す

る費用等を助成する事業です。 

今後、各施設の実費徴収の状況に応じ、保護者負担の軽減を図るよう事業の実施に努めてい

きます。 

 

 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業  

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の

能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

また、新規参入事業者が円滑に事業を実施できるよう相談・助言等の巡回支援や小規模保育

事業等の連携施設のあっせん等を行う事業です。 

施設の利用状況を踏まえ、必要に応じて、特定教育・保育施設の設置又は運営を促進すると

ともに保育の質を確保します。特に３号認定子どものニーズを確保するにあたり小規模保育事

業等への取り組みを行っていきます。 

新たに開設された施設や事業が安定的かつ継続的な運営を図り、保護者や地域住民との信頼

関係が構築できるよう施設事業者への支援をしていきます。 
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２．地域における子育て・子育ちの支援 

 

●身近な場所で子どもと一緒に遊んだり、気軽に子育てに関する話をしたり、保護者が「ほっ」とで

きる場の提供と、さまざまな機会を通じて子育てに関する正しい知識の普及を図るとともに、

いつでも気軽に相談できる場の提供に努めます。 

●子育て中の親同士が気軽に交流できる場や機会の提供に努めるとともに、きめ細かな子育て支援に向

け、子育てボランティア活動支援の充実と子育て支援活動のネットワークづくりを推進します。 

 

  【具体的な取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

子育て支援センター 

（地域子育て支援拠点事業）  

（再掲） 

気軽に集い、悩みを分かち合ったりできるような環境づくりと

同時に、妊娠・出産・子育てをする中で生じるさまざまな問題

等に対して適切な対応をとることができるよう、専門的なスタ

ッフの養成と相談体制の充実を図ります。 

また、地域の子育て家庭に対し、子育て支援事業を実施すると

ともに、交流・情報交換の場の提供に努めます。 

子ども家庭課 

子育てサポーターの

育成 

子育てやしつけに関する悩みや不安を持つ親に対して、気軽に

相談に応じたり、きめ細かなアドバイス等を行う「子育てサポ

ーター」の育成に努めていきます。 

子ども家庭課 

（児童館） 

子育てボランティア

活動への支援 

子育てサークル活動のサポートや、イベント開催時等の保育ス

タッフ、児童館などで特技を生かした遊びの指導、絵本の読み

聞かせなどの子育てボランティア活動を支援します。 

子ども家庭課 

（児童館） 

子育てネットワーク 

市内で自主的に活動している組織・団体等が連携し、共に支え

あうネットワークを構築し、地域に根ざした活動の活発化に努

めます。 

子ども家庭課 

（児童館） 

インターネット等による

子育て情報の提供 

市のホームページに子育て支援に関する情報をわかりやすく

掲載し、提供していきます。 
子ども家庭課 

子育て支援ガイドブ

ックの配布 

年齢に応じた発育の目安や子育て情報をガイドブックにまと

め、市民に配布します。 
子ども家庭課 

ブックスタート事業 

子どもと保護者が絵本を介して心ふれあう時間を持つきっかけ

づくりとして、4 ヶ月児健診時に民生委員・児童委員やボランテ

ィアにより、絵本やアドバイス集をパックにして配布します。 

生涯学習課 

（図書館） 
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３．地域における子どもの活動の場や機会の確保 

 

●子どもたちが安心して遊べる場、集まる場、交流できる場の充実に努め、地域で活動すること

の楽しさを体感できる機会を充実します。 

●次代の担い手である子どもが健やかに成長し、また親が子育てを通して成長していけるよう、

学校や家庭、地域における学習機会や活動の場の充実、教育環境の向上を図るため、共有ネッ

トワークづくりを進めます。 

●共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就

学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、「放課後

子ども総合プラン」に基づき、放課後児童クラブの拡充や一体型を中心とした放課後児童クラ

ブ・放課後子ども教室の整備を推進していきます。 

 

  【具体的な取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

放課後児童クラブ 

（再掲） 

仕事等で放課後保育が必要な子どもの居場所を確保するととも

に、子どもたちの自主性を育てる環境づくりに努めます。 

子ども家庭課 

（児童館） 

放課後子ども教室 

学校等を活用し、学校・家庭・地域の連携協力による子ども

の放課後の安心安全な場所の確保と学習や様々な体験・交流

活動の機会を提供します。 

生涯学習課 
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◆放課後子ども総合プラン◆  

すべての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよ

う、国の「放課後子ども総合プラン」により、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計

画的な整備の方向性が示されています。本市では、放課後児童クラブと同様、放課後子ども

教室についても、平成 31 年度までに保護者の就労の有無に関わらない、児童の安全・安心

な居場所づくりに努めます。また、放課後子ども総合プランの推進にあたっては、放課後児

童クラブ及び放課後子ども教室の一体的な、または連携による実施についても検討していき

ます。 

  

■実施に向けた取り組み 

・教育委員会と福祉部局が連携して各学校との協議をし、放課後子ども総合プランの必要

性、意義等について説明を行い、理解を促します。 

・運営委員会を設置し、余裕教室などの活用状況等について、定期的に協議を行い、使用計画を

決定・公表します。 

・保護者のニーズなど地域の実情を勘案し、放課後児童クラブや放課後子ども教室の開所

時間や実施場所等の検討を行います。 

・共通プログラムの企画段階から、放課後児童クラブの支援員と放課後子ども教室のコー

ディネーターが連携し、プログラムの内容や実施日等を検討するための小学校ごとの定

期的な打ち合わせの場を設けます。 

・放課後子ども総合プランなど放課後活動の実施にあたって、教育委員会及び福祉部局に

おいて実施体制や責任体制を協議し明確化していきます。 

・開所時間延長支援事業において、引き続き、すべての放課後児童クラブで実施していき

ます。 

 

■目標値の設定            
 

実績値 目標値 

平成 26年度 平成 31 年度 

放課後子ども教室整備数（ヶ所） 1 3 

放課後児童クラブと放課後子ども教室の 

一体型実施数（ヶ所） 
1 2 

 

年度 

内容 
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４．子育てに対する経済的支援 

 

●子育てにかかる経済的負担の軽減を図るため、各種制度により手当の支給やかかる費用の一部

助成を行います。 

 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

児童手当 子育て家庭に対し、国の制度に基づき、手当を支給します。 子ども家庭課 

医療福祉制度 
妊産婦や小児（0 歳～中学 3 年生）、母子・父子家庭等が医療

機関にかかった場合に医療費の一部を助成します。 
国保年金課 

不妊治療費助成事業 
不妊治療にかかる経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部

を助成します。 

健康長寿課 

（保健センター） 

チャイルドシート貸

出制度 

自動車に乗車の乳幼児の安全確保のためチャイルドシートを

無料貸出しすることにより、チャイルドシートを利用しやすい

環境づくりを進めるとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減

します。 

子ども家庭課 

就学支援費事業 

家庭の事情により就学が困難な児童生徒に対し、学校生活に必

要な費用の援助を行い保護者の負担軽減を図ります。（要・準

要保護就学援助費） 

知的・情緒・言語などの障害により特別支援学級に通級する児

童生徒に対し学校生活に必要な費用の一部援助を行い保護者

の負担軽減を図ります。（特別支援就学援助費） 

学校教育課 
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基本目標 ２ 親と子どもの健康確保・健康づくりのまち 

 

妊娠・出産・育児期は、母親自身の心身や家族全体の生活リズムの大きな変化がおきる時期であり、

母親を始めとした家族が共に健康で幸せあふれる暮らしができるよう支えていくことが大切です。また、

思春期は子どもから大人になる移行期として重要な時期であり、特にこの時期の心と身体の健康問題は、

生涯の健康に大きく影響することから、子どもたちへの健康教育を進めていくことが大切です。  

そのため、妊娠や出産における不安や悩みを軽減し、出産後も親子が健康で、のびのびと育児を楽

しみ、子どもに愛情が注げるよう、また、思春期における不安や悩みを地域のみんなで支え合えるよ

うな環境づくりをめざします。  

 

１．安心して妊娠・出産ができる環境づくり 

 

●妊娠・出産・産後に関する正しい知識を提供するとともに、妊娠中の心得や出産に向けた準備

などについて両親共に参加できる学習の機会や気軽に相談できる場を提供し、安心して出産や

育児に対する不安の解消・軽減と孤立化の防止に努めます。 

    

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

母子健康手帳の交付 

母子の健康管理のために母子健康手帳を交付します。あわせて

パンフレットの配布など出産・育児に関する各種情報提供を行

います。 

健康長寿課 

（保健センター） 

妊婦教室 

（家族一緒のマタニティ教室） 

初めて出産を迎える妊婦と夫に対し、妊娠・分娩・育児等に関

する知識と助言を与え、不安や悩みの解消に努めます。また、

離乳食や沐浴指導等を通じ、育児の楽しみを実感できるような

勉強の機会を提供します。 

健康長寿課 

（保健センター） 

妊産婦訪問指導 
産前・産後に家庭訪問し、妊娠、出産、育児に伴う知識の普及

及び不安解消に努めます。 

健康長寿課 

（保健センター） 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業 ） 

（再掲） 

乳児家庭全戸訪問を実施し、育児等に関する不安や悩みを聞

き、母子の健康や発達・養育環境等を把握、助言するとともに、

支援が必要な家庭に対し適切な支援を提供します。 

健康長寿課 

（保健センター）  
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事業 
担当課名 

事業名 内容 

養育支援訪問事業 

（再掲） 

子育てに対する不安や孤立感等を抱える家庭等、養育支援が必要

な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等

を行うことにより、家庭の抱える養育上の支援を行います。 

子ども家庭課 

育児相談 

乳児の養育及び健康管理に必要な知識の普及を図るとともに、

各健診児のフォローを行います。また、子育ての振り返りや仲

間づくりの場として、親同士の交流を促進します。 

健康長寿課 

（保健センター） 

幼児の発育・発達相談 

（にこにこ教室） 

（再掲） 

発達に不安がある幼児の親に対し、子ども家庭課（子ども未来

室）や保育所（園）等と連携しながら相談指導を行い、親の不

安軽減と幼児の健全な発達を促します。 

健康長寿課 

（保健センター） 

 

 

２．子どもや母親の健康の確保 

 

●妊娠期から発達段階に応じた母子保健事業を推進します。 

●きめ細かな対応により、親の育児不安の軽減や育児による孤立化を防止します。 

●母子保健、医療、教育、福祉分野の連携と相談体制の充実を図ります。 

 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

妊婦健康診査 

（再掲） 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、医療機関等における受

診体制の確保を図ります。 

健康長寿課 

（保健センター） 

乳幼児健康診査 

異常の早期発見及び育児不安の解消の場として実施します。健

康診査の未受診者には電話や訪問で受診を促進していきます。

また、診査時には、ブックスタート事業や親子ふれあい遊び、

歯科健診等を実施していきます。 

健康長寿課 

（保健センター） 

予防接種 
乳幼児及び小学生の疾病予防や地域における感染症予防に向

け、医療機関に委託して実施します。 

健康長寿課 

（保健センター） 

地域保健福祉関係機

関との連携 

産後うつや虐待、障害児とその保護者など、地域での継続的な

支援が必要な子育て家庭の把握に努め、関係機関で事例検討を

行うなど、地域全体で母子の健康の確保を図ります。 

健康長寿課 

（保健センター） 
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３．小児医療の充実  

 

●地域の医療機関と連携しながら，子どもへの医療サービス体制の整備・充実を図ります。 

●家庭における病気や怪我等への初期対応能力の向上を図ります。 

 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

初期救急医療※１・二

次救急医療※２の充実

強化 

休日及び夜間の通常では医療機関にかかりにくい時間帯に、急

な病気や怪我でも安心して受けられる救急医療体制を継続的

に確保します。 

健康長寿課 

（保健センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※１初期救急医療：主に、自ら来院する軽度の救急患者への夜間及び休日における外来診療を行う。 
※２二次救急医療：救急車により直接搬送されてくる、又は初期救急医療機関から転送されてくる救急患者への初期診療と応急処置を行い、必要

に応じて入院治療を行う。 
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基本目標 ３ 
要保護児童への対応などきめ細かな取り組みを 

推進するまち 
 

子どもたちが生まれ育つ家庭や環境の多様化により、特に支援が必要な子育て家庭へのサービスの

充実が求められています。子どもの発達段階に応じた施策、養育機能の弱い家庭への相談・支援体制

の充実を進めることにより、安心して子どもを産み育てられる家庭環境づくりを図ります。 

 

１．児童虐待防止対策の充実 

 

●虐待の発生予防から早期発見・早期対応、さらには虐待を受けた子どもの保護・自立までの切

れ目のない総合的な支援体制を確立していきます。 

●地域の見守りによる発生予防や早期発見についても積極的に働きかけていきます。 

●養育支援の必要な子ども、保護者、妊産婦についても、各機関の機能に応じた役割分担を行い

連携して、有効な支援を積極的に図っていきます。 

 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

虐待防止 

各種相談・訪問事業等を通じて子育ての不安解消や孤立化の防

止を図るとともに、「虐待ストップ・あふれる愛」のロゴマー

クを活用しながら市民への啓発活動を推進し、虐待の発生防止

に努めます。 

子ども家庭課 

健康長寿課 

（保健センター） 

虐待相談 

家庭や学校、専門家と連携を図りながら虐待についての相談、

通報等、虐待防止相談体制の充実に努めます。 

児童虐待が認められる家庭に対し、児童相談所や福祉事務所、

民生委員・児童委員等と連携を図りながら、家庭の再生に向け

た支援の充実に努めます。 

子ども家庭課 

学校教育課 

要保護児童対策地域

協議会 

（再掲） 

関係機関と連携を図りながら、虐待発生の予防に努めるととも

に、虐待の実態把握及び適切な措置について検討し、子どもの

安全確保に努めます。 

子ども家庭課 

児童虐待防止法の周知 
児童虐待に対する認識を深め、また虐待が疑われる場合の通告

など、児童虐待防止法の趣旨を市民に周知します。 
子ども家庭課 
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２．ひとり親家庭の自立支援の推進 

 

●自立に向けた支援や相談体制の充実を図ります。 

●親子の暮らしの安定を支援するため、経済的な援助を進めます。 

 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

ひとり親家庭への総

合相談 

ひとり親家庭の自立と生活の安定のため、関連機関との連携の

もと、子育ての相談や、必要な技術を身につけるための相談や

雇用情報等の提供を充実します。 

子ども家庭課 

児童扶養手当 
児童を養育している母子・父子家庭等に対し、国の制度に基づ

き、手当を支給します。 
子ども家庭課 

ひとり親家庭高等職

業訓練促進給付金 

ひとり親家庭の母又は父の就職の際の有利性、生活の安定に資

する資格の取得を促進するため、制度に基づいて給付金を支給

します。 

子ども家庭課 

各種資金貸付制度の

利用促進 

ひとり親家庭等の自立を支援するため、県で実施している資金

の貸付制度の利用を促進します。 
子ども家庭課 
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３．障害児施策の充実 

 

●社会参加と自立を促進するため、発達段階や障害の程度に応じた療育※１・教育環境を確保します。 

●関係機関との連携により早期発見、早期療育に取り組みます。 

●障害児を持つ保護者や家庭の負担の軽減を図ります。 

●学校や関係機関が連携を取りながら、相談体制や情報提供の充実を図ります。 

 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

保育所等での障害児

保育 

職員の資質の向上や受け入れ体制の確保など、障害児保育の充

実に努めます。 
子ども家庭課 

発達相談 

専門職による子どもの成長・発達に関する相談指導に努めま

す。また、保育所等の巡回発達相談事業を展開し、関係機関と

連携を図りながら、早期からの支援体制づくりを推進します。 

子ども家庭課 

相談支援ファイルに

よる支援 

乳幼児から成人期までの子どもたちの健やかな成長のため、一

貫した支援を行うための情報を集約できるファイルを活用し

ます。 

ファイルには、成長・発達の状況や特性に合わせた支援の手立

てや変容の様子を記入し、子どもの生活環境が変わる入園・入

学時等に経過を引継ぎ、一貫した支援の充実を図ります。 

学校教育課 

子ども家庭課 

障害児の支援ネット

ワーク 

障害児を支援するボランティアの育成に努めるとともに、支援

ネットワークの構築を推進します。 
社会福祉課 

障害福祉サービス 
障害児の日常生活を支え、自立を支援するため、在宅や日中活

動、施設・居住系サービスの基盤整備を推進します。 
社会福祉課 

各種手当の支給 
障害児福祉手当や在宅障害児福祉手当、特別児童扶養手当等の

各種手当について、制度に基づいて支給します。 
社会福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
※１療育：障害のある子どもが社会的に自立することを目的として行われる医療と保育のこと。 
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基本目標 ４ 仕事と生活の調和が実現できるまち 
 

少子高齢化の進展に伴い、労働人口の減少が懸念されていますが、経済の低成長により働くことを希

望する女性が増えています。そこで、働くことを希望する人が、家事や育児に取り組みながら働き続け

る環境づくりが必要です。 

仕事と家庭生活のバランスがとれる多様な働き方を選択できるよう、家族が 共同して育児にかかわる

意識の醸成や子育て支援体制の充実、職場環境づくりを進めていきます。    

 

１．仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 
 

●男女ともにワーク・ライフ・バランスの取れた職場環境整備を推進するため、育児休業等の普及

を図るとともに、事業所に対する意識啓発に努めます。 
 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

男女共同参画社会の

推進 

子どもの頃から男女共同参画の意識を育み、一人ひとりが自立

し個性と能力を発揮できるよう、子どもたちへの意識啓発活動

を実施します。 

政策秘書課 

職場環境整備 

労働に対する法律・制度の周知、雇用・労働環境整備に関する

情報の収集及び情報の提供を行い、育児休業制度取得等の促進

及び意識啓発に努めます。 

観光商工課 

 

２．仕事と子育ての両立支援 
 

●家族が共同して育児にかかわる意識醸成を図るための意識啓発に努めます。 

●保護者の就労形態の多様化や、疾病、育児疲れの解消等による多様な保育ニーズの高まりに対

応するため、多様で良質な保育サービス等の提供により仕事と子育ての両立を支援します。 
 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

育児・子育てにかかる

相談 

（再掲） 

関係機関と連携し、育児や子育て等にかかる相談・支援体制の

充実を図ります。 

子ども家庭課 

健康長寿課 

（保健センター） 

保育サービス 

（再掲） 

仕事等で保育を必要とする家庭への子ども乳児保育・障害児保

育・延長保育・一時預かり保育等の保育サービスを充実します。 
子ども家庭課 

放課後児童クラブ 

（再掲） 

仕事等で放課後保育が必要な子どもの居場所を確保するとと

もに、子どもたちの自主性を育てる環境づくりに努めます。 

子ども家庭課 

（児童館） 
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基本目標 ５ 子どもが安全に安心して暮らせるまち 

 

子どもの健全育成と子育てしやすい環境をつくるため、行政と住民が一体となって、地域環境の保

全や創造を図り、社会や地域全体で子育てを支えていく環境づくりを進めます。  

子どもと安心して出かけられる環境の整備、子どもたちが安全に育つことのできる環境の整備など

を進めることにより、安心して子どもを産み育てられる生活環境づくりを推進します。 

 

１．子育て家庭にやさしい生活環境の整備 

 

●子どもや子ども連れにやさしい道路・公園の整備に努めます。 

●子どもや子ども連れにでも安心して利用できる公共交通機関の充実に努めます。 

 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

公共施設、建築物等の

バリアフリー化 

役所、保健センター、地域福祉センターやまゆり館等の子育て

家庭の利用の多い公共施設については、ベビーベッドや小児用

トイレの設置など、利用環境の向上に努めます。 

また、新バリアフリー法を踏まえた民間施設整備の助言に努め

ます。 

検査管財課  

健康長寿課 

社会福祉課 

都市整備課 

歩道の整備及び安全

管理 
安全に通行できる歩道の確保等、道路環境整備に努めます。 道路建設課 

公園の整備 

日常的な憩いの場、コミュニティ活動の場としてふれあい広場

や自然とふれあえる公園（水辺・森林公園）等の適正な維持管

理、利用促進に努めます。 

また、地域の協力を得ながら、既存公園の安全管理に努めます。 

都市整備課  

観光商工課 

子ども家庭課 

公共交通機関の充実 

民間バスについては、ニーズに対応した路線の検討など、市地

域公共交通会議と連携を図りながら、より良い運行体系の構築

に努めます。 

政策秘書課 
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２．子どもの安全確保に向けた活動の促進 

 

●子どもを対象とした交通安全教育を積極的に実施します。 

●子どもの安全を確保するため、通学路などにおける子どもの視点に立った交通安全対策に努めます。 

●防犯ネットワークの強化によりまちぐるみで子どもが巻き込まれる事件や事故をなくします。 

●自治会、地域住民、行政、その他関係機関や関係団体などが連携して、地域ぐるみの防犯意識

の向上を図ります。 

●防犯灯の適正な管理・設置により、犯罪や交通事故を未然に防止をします。 

 

  【具体的な取り組み】 

事業 
担当課名 

事業名 内容 

交通安全教室 

保育所（園）・認定こども園・学校等において交通安全教室を

開催します。また、交通安全教室を生かして日常の保育や教育

にも交通安全を取り入れ、交通安全への意識の啓発に努めま

す。 

総務課  

学校教育課  

子ども家庭課 

交通安全活動 

小中学校等の周辺通学路の安全点検活動を実施するとともに、

ＰＴＡ等の街頭指導、警察署による指導活動など、地域と行政

が共に交通安全活動に取り組みます。 

総務課  

学校教育課 

こどもを守る１１０

番の家 

地域社会で子どもの安全を確保することを目的に、地域の見守

り活動と緊急時の対応を図るため、こどもを守る 110 番の家

の確保を進めます。 

学校教育課 

防犯対策 

地域の各種団体の協力を得て防犯組織を設置し、通学路や市内

パトロールなど地域での安全対策や見守り活動を推進します。

また、各小中学校では危機管理マニュアルを作成し、日常的に

校舎内外の防犯体制の強化に努めます。 

総務課  

学校教育課 
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第５章 計画の推進に向けて 
 

１ 学校教育・保育の一体的提供と体制の確保 

 

（１）認定こども園の普及に係る基本的考え方 

保護者が働いているか否かにかかわらず、０歳から就学前のすべての子どもが教育・保育を一体的に

受けることのできる認定こども園を普及するとの国の方針に従い、新たな教育・保育事業者の参入にあ

たっては、認定こども園の整備が進むよう取り組んでいきます。また、既存施設からの移行については、

事業者の意向を十分踏まえながら、認定こども園への移行を進めていきます。 

 

（２）施設、事業者等との連携方策 

 ①教育・保育施設及び地域型保育事業者との連携 

教育・保育施設は、地域型保育事業者、地域子ども・子育て支援事業者等と連携し、必要に応じ、保

育の提供等に関する支援を行うこととします。地域型保育事業者は、満３歳以降も適切かつ質の高い教

育・保育を継続的に利用できるよう、教育・保育施設との連携に努めます。 

 

 ②幼稚園、認定こども園、保育所、小学校の連携 

乳幼児期の子どもの発達は連続性を有しており、また、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎

を培う重要なものとなります。幼児期と学童期における子どもの育ちの連続性を確保するため、子ども

の発達の過程や健康状況等を記録した情報を、個人情報であることを十分に留意した上で情報共有でき

るよう取り組んでいきます。また、幼稚園、認定こども園、保育所においては、研修、会議等を通じて

施設相互の連携を図り、小学校就学後を見据えた教育・保育の連続性・一貫性の確保に努めます。 

 

 ③産後の休業及び育児休業後における保育等の円滑な利用の確保 

保護者が産後休業や育児休業明けの希望する時期に教育・保育施設を円滑に利用できるよう、休業中

の保護者に対して情報提供を行うとともに必要に応じて相談支援に努めます。 
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２ 計画の進捗・評価 

 

計画をより具体的なものとするため、また、計画の実施がその目的に照らして効果的であるかどうか

等を検証するために、実施状況等の点検が不可欠となります。 

計画の進行管理は、子ども家庭課が中心となり、進捗状況の把握・点検と目標達成状況の評価を行い、

取り組みの改善につなげていきます。計画に基づく子育て施策の推進にあたっては、様々な社会状況な

どを踏まえながら、「ＰＬＡＮ（計画）→ＤＯ（実行）→ＣＨＥＣＫ（評価）→ＡＣＴＩＯＮ（改善）」

を行うことにより目標の実現をめざしていきます。 

評価については、事業の実績や指標などを用いて評価を実施し、必要に応じて計画の見直しを行いま

す。その後、計画期間の最終年度において、総括的な最終評価を行います。 

 

 



                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
 

 



                                                 

 

 



資料編 

                                                 

 - 57 - 

 

資料編 
 

１ 計画策定の経過 

 

月  日 会 議 等 内  容 

平成 25年 11月  8日 
平成 25年度 

第 1 回子ども・子育て会議 

(1)正副会長の互選について 

(2)子ども・子育て新制度について 

(3)子ども・子育て会議について 

(4)子ども・子育て支援事業計画策定について 

・計画策定までのスケジュールについて 

 ・計画策定に伴うニーズ調査について 

平成 25年 12月  9日 

～12月 25日 

子ども・子育て支援事業計

画策定に伴うニーズ調査 

・市内在住の就学前児童保護者 1,000 人、小学

生保護者 1,000人を対象に実施 

平成 26年  3月 14日 
平成 25年度 

第２回子ども・子育て会議 

(1)子ども・子育て支援事業計画に係るニーズ 

調査報告について 

(2)保育の必要性認定について 

(3)教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業 

の「量の見込み」について 

(4)計画策定までのスケジュールについて 

平成 26年  8月  8日 
平成 26年度 

第 1 回子ども・子育て会議 

(1)教育・保育区域の設定について 

(2)教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業 

の「量の見込み」(案)について 

(3)子ども・子育て支援事業計画（案）について 

(4)新制度に伴う運営基準について 

平成 26年 10月 28日 
平成 26年度 

第２回子ども・子育て会議 

(1)子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 ・「量の見込み」・「量の確保方策」について 

(2)教育・保育利用定員について 

平成 26年 12月  5日 
平成 26年度 

第３回子ども・子育て会議 

(1)教育・保育利用定員について 

(2)子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 ・施策の展開「具体的な取り組み」について 

 ・次世代育成支援地域行動計画の保育サービ

ス等事業量の検証について 

(3)計画策定までのスケジュールについて 

 ・意見公募手続き等について 

平成 26年 12月上旬 

～平成 27年 1月中旬 
計画内容の調整・確認 ・事業関係課 

平成 27年  1月 20日 

～2月  2日 
意見公募 ・14日間の意見公募の実施 

平成 27年  2月  6日 
平成 26年度 

第４回子ども・子育て会議 

(1)教育・利用定員について 

(2)意見公募結果について 

(3)子ども・子育て支援事業計画（案）について 
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２ かすみがうら市子ども・子育て会議条例 

平成２５年６月２７日 

条例第２２号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条第１項の規定に基

づき、かすみがうら市子ども・子育て会議（以下「会議」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

（組織） 

第３条 会議は、１５人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 子どもの保護者 

（２） 子ども関係団体に属する者 

（３） 保育関係者 

（４） 教育関係者 

（５） 学識経験のある者 

（６） その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 会議に、会長及び副会長を各１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第７条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴

き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年かすみがうら

市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

〔省 略〕 
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３ 子ども・子育て会議委員名簿 

 

≪委嘱期間：平成 25年 11月 1日～平成 27年 10月 31日≫ 

No 氏  名 所属団体 ・役職等 備考 

1 下拂 俊美 くりのみ自然幼稚園 代表  

2 藤﨑 瑞紀 やまゆり保育所父母の会 会長  

3 

坂  定治 美並未来みなみ保育園保護者会 会長 
H25.11.1～ 

H26.7.31 

竹内 源光 美並未来みなみ保育園保護者会 会長 H26.8.1～ 

4 江後田 一也 
市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 
牛渡小学校ＰＴＡ 会長 

 

5 金指 洋寿 
プルミエールひたち野児童クラブ プルミっこ 管理者 

プルミっこ保育園 園長 
 

6 酒井 賢治 市青少年相談員連絡協議会 会長  

7 岩瀬 友子 市社会福祉協議会 事務局次長  

8 鈴木 敏夫 霞ヶ浦保育園 園長  

9 狩野 良和 
認定こども園狩野学園 園長 
神立幼稚園 園長 

副会長 

10 宇津野 英広 下稲吉小学校 校長  

11 小松 紀恵 酒井医院（石岡市医師会） 医師  

12 池田 幸也 常磐大学コミュニティ振興学部 教授 会長 

13 時田 浩美 ㈱アールビー管理部 総務グループリーダー  

14 元木 廣子 
市民生委員児童委員協議会連合会 
主任児童委員 

 

15 小澤 正哉 茨城県保健福祉部子ども家庭課 課長  
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４ 子ども・子育て支援法（抜粋） 

 

第一章 総則 

(基本理念) 

第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい

う基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員

が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やか

に成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

 

(市町村等の責務) 

第三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 

一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に

必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。 

二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支

援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機

関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な

施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効

率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。 

２ 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正か

つ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子

育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策

を講じなければならない。 

３ 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律

に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、

子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければな

らない。 

 

第五章 子ども・子育て支援事業計画 

(基本指針) 

第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ど

も・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支

援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるもの

とする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子ども・子育て支援の意義並びに子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供す

る体制その他の教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する 
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基本的事項 

二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子

育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作

成に関する事項 

 

三 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のた

めの施策との連携に関する事項 

四 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に

関する施策との連携に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑

な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、

厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育

て会議の意見を聴かなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

 

(市町村子ども・子育て支援事業計画) 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子

ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施

設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」とい

う。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員

総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、

特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに

係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るもの

に限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確

保の内容及びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援

事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容

及びその実施時期 

三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体

制の確保の内容 

３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事

項について定めるよう努めるものとする。 

一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項 

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行

われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識

及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に

関する施策との連携に関する事項 
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４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護

者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘

案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情

を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成する

よう努めるものとする。 

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画、教

育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な

計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって

子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、

その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなけ

ればならない。 

８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその

他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、都道府県に協議しなければならない。 

１０ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を都道府県知事に提出しなければならない。 

 

第七章 子ども・子育て会議等 

(市町村等における合議制の機関) 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他

の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な

事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育

て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村

の条例で定める。 

４ 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。 

二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。 
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５ ニーズ調査結果（抜粋） 

 

より一層の子育て支援施策の充実に向けて、平成 26 年度策定の「かすみがうら市子ども・子育て支援事

業計画」の資料として、保育ニーズや子育て支援サービスの利用状況や利用意向、また、子育て世帯の生活

実態、要望・意見などを把握することを目的に、ニーズ調査を実施しました。 
 

   ■調査実施日：平成 25 年 12 月 9 日～平成 25 年 12 月 25 日 
 

 対象者 配布数 回収数 回収率 

1 就学前児童保護者 1,000 人 544 件 54.4％ 

2 小学生保護者 1,000 人 795 件 79.5％ 

 

 

  ■分析・表示 

１．比率は、小数点以下第２位を四捨五入しています。このため比率が 0.05 未満の場合には 0.0 と

表記しています。また、合計が 100.0％とならないこともあります。 

２．複数回答の項目については、原則として、その項目に対しての有効回答者の数を基数とし、比率

算出を行っています。このため、比率計が 100％を超えることがあります。 

３．グラフ中の（計：○○）という表記は、その項目の有効回答者数で、比率算出の基礎となります。 

４．クロス集計については、集計の都合上、無回答者を除いた集計となっている部分があるため、単

純集計の結果と合致しない場合があります。 
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◆◆就学前児童保護者◆◆ 

 

１．住まいの地域について 

 

（１）居住地区 

問１ お住まいの地区は次のうちどちらですか。（１つに○） 

3.3

5.5

24.3

6.6

4.4

4.6

5.3

1.3

1.8

3.7

5.3

8.8

21.0

4.0

0% 10% 20% 30% 40%

下大津小学校区

美並小学校区

牛渡小学校区

佐賀小学校区

安飾小学校区

志士庫小学校区

宍倉小学校区

志筑小学校

新治小学校区

七会小学校区

上佐谷小学校区

下稲吉小学校区

下稲吉東小学校区

無回答
計:544

 

回答者の居住地区は、「下稲吉小学校区」が 24.3％と最も多く、「下稲吉東小学校区」が 21.0％、

「美並小学校区」が 8.8％となっています。 
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２．子どもとご家族の状況について 

 

（１）子どもの年齢 

問２ 宛名のお子さんの生年月をご記入ください。 

�

20.0 11.217.5 15.3 15.4 14.5 5.1 0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

平成19年4月～平成20年3月生まれ 平成20年4月～平成21年3月生まれ

平成21年4月～平成22年3月生まれ 平成22年4月～平成23年3月生まれ

平成23年4月～平成24年3月生まれ 平成24年4月～平成25年3月生まれ

平成25年4月以降生まれ 無回答

 

子どもの生年月は、「平成 19 年４月～平成 20 年３月生まれ」（６歳）が 20.0％、「平成 20

年４月～平成 21 年３月生まれ」（５歳）が 17.5％、「平成 21 年４月～平成 22 年３月生まれ」

（４歳）が 15.3％、「平成 22 年４月～平成 23 年３月生まれ」（３歳）、が 15.4％、「平成 23

年４月～平成 24 年３月生まれ」（２歳）が 14.5％、「平成 24 年４月～平成 25 年３月生まれ」

（１歳）が 11.2％、「平成 25 年４月以降生まれ」（０歳）が 5.1％となっています。 

 

 

（２）調査票回答者 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答え

ください。（１つに○） 
�

88.4 11.4

0.0

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

母親 父親 その他 無回答

 

調査票の回答者については、「母親」が 88.4％、「父親」が 11.4％となっています。 
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（３）調査回答者の配偶関係 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（１つに○） 

�

89.5 9.0 1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

 

調査票回答者の配偶関係については、「配偶者がいる」が 89.5％、「配偶者はいない」が 9.0％

となっています。 

 

（４）子育てを主に行っている人 

問６ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さん

からみた関係でお答えください。（１つに○） 

�

48.3 46.7

0.9 2.9 0.6

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

 

子育てを主に行っている人については、「父母ともに」が 48.3％と過半数を占めています。

次いで、「主に母親」が 46.7％となっています。 
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３．子どもの育ちをめぐる環境について 

 

（１）子育てに日常的に関わっている人・施設 

問７ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）で

すか。お子さんからみた関係でお答えください。（あてはまるものすべてに○） 

20.0

4.0

42.8

3.9

37.7

36.4

55.1

0.2

0.6

0% 20% 40% 60%

父母ともに

保育所

祖父母

母親

幼稚園

その他

父親

認定こども園

無回答
計:544

 

子育てに日常的に関わっている人・施設については、「父母ともに」が 55.1％と最も多く、

次いで「保育所」が 42.8％、「祖父母」が 37.7％、「母親」が 36.4％となっています。 

 

 

（２）子育てに影響する環境 

問８ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境をお答え

ください。（あてはまるものすべてに○） 

2.4

91.0

20.0

27.2

0.2

44.3

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭

保育所

幼稚園

地域

その他

認定こども園

無回答
計:544

 

子育てに影響する環境については、「家庭」が 91.0％と最も多くなっています。次いで「保

育所」が 44.3％、「幼稚園」が 27.2％となっています。 
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（３）子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

問９ 保育所等施設の通所の有無に関わらず、日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知

人はいますか。（あてはまるものすべてに○） 

7.7

7.4

37.7

6.1

1.1

54.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には
子どもをみてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答
計:544

 
日頃、子どもを預かってもらえる親族の有無については、「緊急時もしくは用事の際には祖父

母等の親族にみてもらえる」が 54.4％と最も多く、次いで「日常的に祖父母等の親族にみても

らえる」が 37.7％、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」

が 6.1％となっています。 

 

（３－１）親族にみてもらっている状況 

問９－１ 問９で「１」、「２」に○をつけた方のみ 

祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

9.5

51.1

20.8

25.4

1.3

27.9

3.1

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を

心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答
計:452

 

親族にみてもらっている状況については、「祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的

制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」が 51.1％と最も多く、次いで「自

分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」が 27.9％、「祖父母等の親族の時

間的制約や精神的な負担が大きく心配である」が 25.4％となっています。 
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（３－２）友人・知人にお子さんをみてもらっている状況 

問９－２ 問９で「３」、「４」に○をつけた方のみ 

友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

0.0

2.6

31.6

2.6

21.1

5.3

52.6

0% 20% 40% 60% 80%

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を

心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答
計:38

 

友人・知人にみてもらっている状況については、「友人・知人の身体的・精神的な負担や時間

的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」が 52.6％と最も多く、次いで「自

分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」が 31.6％、「友人・知人の時間的

制約や精神的な負担が大きく心配である」が 21.1％となっています。 

 

（４）子育てに関して相談できる人・場所の有無 

問 10 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。 

   また、相談できる場所はありますか。（１つに○） 

�

89.7 4.4 5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

いる・ある いない・ない 無回答

 

子育てをする上で、気軽に相談できる人がいるかたずねたところ、「いる・ある」が 89.7％、

「いない・ない」が 4.4％となっています。 
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（４－１）子育てに関して相談先 

問 10－１ 問 10 で「１．いる・ある」に○をつけた方のみ 

お子さんの子育て(教育を含む)に関して、気軽に相談できる先は、誰(どこ)ですか。

（あてはまるものすべてに○） 

10.2

7.4

0.4

0.4

0.0

86.1

11.7

2.3

27.5

9.2

75.6

9.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

保育士

幼稚園教諭

かかりつけの医師

近所の人

子育て支援施設等・NPO

保健所・保健センター

自治体の子育て関連担当窓口

民生委員・児童委員

その他

無回答
計:488

 
子育てをする上で、気軽に相談できる人がいると回答した 488 人に、相談先をたずねたとこ

ろ、「祖父母等の親族」（86.1％）、「友人や知人」（75.6％）が特に多くあげられています。 
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４．保護者の就労状況について 

 

（１）母親の就労状況 

問 12 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えくだ

さい。 
�

27.4 6.1 27.8 1.8 32.2 2.8 2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 

母親の就労状況では、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が最も多く 32.2％

を占めています。また現在就労している人は全体の 63.1％となっています。 

 

（２）父親の就労状況 

問 12 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えくだ

さい。（２）父親（１つに○） 
�

82.4

0.7 0.6 0.0 0.9 0.2

15.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 

父親の就労状況では、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が最も多く

８割を占めています。 



資料編                    

 

 - 72 - 

 

（３）パート・アルバイト等で働く保護者のフルタイムへの転換希望 

問 13 問 12 の（１）または（２）で「３」、「４」（パート・アルバイト等で就労）に○をつ

けた方のみ 

フルタイムへの転換希望はありますか。（それぞれ１つに○） 
�

6.2

0.0 66.7

32.3

0.0

41.6

33.3

3.7

0.0

16.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1)母親

計:161

(2)父親

計:3

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

 

パートタイム、アルバイト等で就労している母親については、38.5％がフルタイムへの転換

希望がある（「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」（6.2％）、「フルタイ

ムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない」（32.3％）の合計）と回答しています。 

また、パートタイム、アルバイト等で就労している父親については、66.7％が「フルタイ

ムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない」と回答しています。 

 

（４）現在就労していない保護者の就労希望 

問 14 問 12 の（１）または（２）で「５」、「６」（就労していない）に○をつけた方のみ 

就労したいという希望はありますか。（それぞれ該当する番号・記号１つに○、該当す

る□内に記入） 

�

21.1

16.7

44.7

0.0

23.2

50.0

11.1

33.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1)母親

計:190

(2)父親

計:6

子育てや家事などに専念したい

1年より先、一番下の子どもが　□□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

 

現在就労していない母親190人については、67.9％が今後の就労希望がある（「1年より先、

一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい」（44.7％）と「すぐにでも、もしくは１年

以内に就労したい」（23.2％）の合計）と回答しています。また、「子育てや家事などに専念し

たい」が 21.1％となっています。 
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５．平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

※「定期的な教育・保育事業」：月単位で定期的に利用している事業を指します。具体的には、幼稚園

や保育所など、問 15－１に示した事業が含まれます。 

 

（１）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

問 15 宛名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利用

されていますか。（１つに○） 
�

68.0 30.0 2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

利用している 利用していない 無回答

 

幼稚園や保育所などの平日の定期的な教育・保育の事業の利用状況は、「利用している」が

68.0％、「利用していない」が 30.0％となっています。 

 

（１－１）現在利用している平日の定期的な教育・保育事業 

問 15－１ 問 15 で「１．利用している」に○をつけた方のみ 

宛名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。年間を

通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

0.3

0.0

31.9

0.0

3.8

0.8

3.0

62.4

1.1

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

認可保育所

幼稚園

事業所内保育施設

幼稚園の預かり保育

認定こども園

家庭的保育

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答
計:370

 

現在利用している平日の定期的な教育・保育の事業では、「認可保育所」が 62.4％と最も多

く、次いで「幼稚園」（31.9％）となっています。 



資料編                    

 

 - 74 - 

 

（２）今後、平日において「定期的な」利用を希望する教育・保育事業 

問 16 現在の利用状況にかかわらず、宛名のお子さんの平日の教育・保育の事業として、「定 

期的に」利用したいと考える事業をお答えください。なお、これらの事業の利用には一 

定の利用者負担が発生します。認可保育所の場合、世帯収入に応じた利用料が設定され 

ています。（あてはまるものすべてに○） 

5.3

4.6

39.0

4.4

14.0

0.7

8.5

50.9

0.4

1.8

7.2

2.8

0% 20% 40% 60% 80%

認可保育所

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認定こども園

家庭的保育

ファミリー・サポート・センター

事業所内保育施設

小規模保育施設

居宅訪問型保育

その他の認可外の保育施設

その他

無回答
計:544

 
平日の教育・保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をたずねたところ、「認

可保育所」が 50.9％と最も多く、次いで「幼稚園」（39.0％）、「幼稚園の預かり保育」（14.0％）

の順となっています。 
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６．地域の子育て支援事業の利用状況について 

 

（１）地域の子育て支援拠点事業の利用状況 

問 17 宛名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相 

談をしたり、情報提供を受けたりする場で、「地域子育て支援センター（やまゆり館や保

育園に併設）」等と呼ばれています）を利用していますか。 

（あてはまるものすべてに○、おおよその利用回数（頻度）を記入） 

3.3

80.1

1.7

16.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域子育て支援拠点事業

その他当該自治体で実施している類似の事業

利用していない

無回答

計:544

 

地域子育て支援拠点事業の利用状況では、「地域子育て支援拠点事業」が 16.4％、「その他当

該自治体で実施している類似の事業」が 3.3％となっています。 

また、約８割が「利用していない」と回答しています。 

 

（２）地域の子育て支援拠点事業の今後の利用希望について 

問18 問17のような地域子育て支援拠点事業について、今は利用していないが、できれば今後 

利用したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。 

（１つに○、おおよその利用回数を記入） 
�

24.1 8.3 59.4 8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

無回答

 

地域子育て支援拠点事業の今後の利用意向については、「新たに利用したり、利用日数を増や

したいとは思わない」が 59.4％と最も多くなっています。 

また、「利用していないが今後利用したい」が 24.1％、「すでに利用しているが、今後利用日

数を増やしたい」が 8.3％となっています。 
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就学前児童保護者
（計：544）

62.7

26.7

32.9

69.9

30.5

46.0

26.8

32.5

66.0

59.2

25.9

62.7

45.6

68.9

87.7

7.4

7.9

8.5

3.9

8.5

6.8

4.2

4.2

4.8

0% 25% 50% 75% 100%

①母親（父親）学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤保育所の園庭開放

⑥幼稚園の園庭開放・親子登園

⑦子育ての総合相談窓口

⑧自治体発行の子育て支援情報誌

はい いいえ 無回答

 

（３）子育て支援の事業の認知度、利用状況、今後の利用意向 

問 19 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用し

たいと思うものをお答えください。なお、事業によっては、お住まいの地域で実施され

ていないものもあります。 

（①～⑧の事業ごとにＡ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれかに○）  

 

●Ａ．子育て支援事業の認知度（子育て支援事業を知っている） 

 

子育て支援事業の認知度は、「④教育相談センター・教育相談室」が 69.9％、「①母親学級、

両親学級、育児学級」が 62.7％と高くなっています。 

一方、「⑧自治体発行の子育て支援情報誌」は 3.9％と認知度は低くなっています。 
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就学前児童保護者
（計：544）

39.7

37.7

38.2

62.3

24.6

41.0

53.7

56.8

87.9

54.4

33.1

68.4

51.5

49.8

8.5

7.0

3.7

45.4

5.5

4.8

4.6

7.5

7.4

6.6

0% 25% 50% 75% 100%

①母親（父親）学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤保育所の園庭開放

⑥幼稚園の園庭開放・親子登園

⑦子育ての総合相談窓口

⑧自治体発行の子育て支援情報誌

はい いいえ 無回答

 

●Ｂ．子育て支援事業の利用状況（子育て支援事業を利用したことがある） 

 

子育て支援事業の利用状況は、「⑤保育所の園庭開放」が 62.3％と最も多くなっています。 

一方、「③家庭教育に関する学級・講座」は 3.7％と最も少なくなっています。 
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就学前児童保護者
（計：544）

23.0

42.1

46.5

41.2

32.7

17.1

58.5

69.1

50.4

48.3

86.0

50.9

61.9

74.6

34.4

7.9

7.5

8.5

7.9

8.3

7.2

5.5

5.1

5.3

0% 25% 50% 75% 100%

①母親（父親）学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤保育所の園庭開放

⑥幼稚園の園庭開放・親子登園

⑦子育ての総合相談窓口

⑧自治体発行の子育て支援情報誌

はい いいえ 無回答

 

●Ｃ．子育て支援事業の今後の利用意向（子育て支援事業を今後利用したい） 

 

子育て支援事業の利用意向は、「⑧自治体発行の子育て支援情報誌」（58.5.％）、「③家庭教育

に関する学級・講座」（46.5％）、「②保健センターの情報・相談事業」（42.1％）などが高くな

っています。 

一方、「④教育相談センター・教育相談室」は 5.5％と最も低くなっています。 
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7．病気の際の対応について（※平日の教育・保育を利用している方のみ） 

 

（１）病気やケガで教育・保育の事業が利用できなかった経験 

問 22 問15で平日の定期的な教育・保育の事業について「１．利用している」に○をつけた方のみ 

この１年間に、宛名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことはあ

りますか。（１つに○） 
�

67.6 23.5 8.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:370

あった なかった 無回答

 

子どもが病気やケガで教育・保育の事業を利用できなかったことがあったかをたずねたとこ

ろ、「あった」が 67.6％、「なかった」が 23.5％となっています。 

 

（１－１）病気やケガで教育・保育の事業が利用できなかった際の対処方法 

問22－１ 問22で「１．あった」に○をつけた方のみ 

宛名のお子さんが病気やけがで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった場

合に、この１年間に行った対処方法をお答えください。 

（あてはまるものすべてに○、それぞれの日数を記入、半日程度の対応の場合も１日とカ

ウントする） 

0.0

0.4

75.6

0.0

51.2

16.4

21.6

0.0

2.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答
計:250

 

子どもが病気やケガで教育・保育の事業を利用できなかったと回答した 250 人に、１年間に

おける対処方法をたずねたところ、「母親が休んだ」が 75.6％で最も多く、次いで、「親族・知

人に子どもをみてもらった」（51.2％）、「父親が休んだ」（21.6％）などとなっています。 
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８．不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

 

（１）私用等の目的での不定期の教育・保育事業の利用状況 

問 23 宛名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、

不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業はありますか。 

（あてはまるものすべてに○、１年間のおおよその利用日数を記入）  

0.0

85.5

2.4

1.8

0.0

0.2

0.9

10.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

幼稚園の２歳児の４月からの通園

その他

利用していない

無回答

計:544

 
１年間に私用等の目的で不定期に利用した事業については、「幼稚園の預かり保育」が 10.1％、

「一時預かり」が 1.8％などとなっています。 

一方、85.5％が「利用していない」と回答しています。 
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９．宿泊を伴う一時預かりについて 

 

（１）子どもを泊りがけで家族以外の人にみてもらった経験 

問 25 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、宛名の 

お子さんを泊まりがけで家族以外にみてもらわなければならないこと（預け先が見つか

らなかった場合も含みます）はありましたか。 

（あてはまる番号・記号すべてに○、あった場合はそれぞれの日数を記入） 
�

18.2 78.9 2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

あった なかった 無回答

 

この１年間に、保護者の用事などにより、子どもを泊まりがけで家族以外に預けなければな

らないことがあったかたずねたところ、「あった」が 18.2％、「なかった」が 78.9％となって

います。 

 

1.0

3.0

0.0

0.0

0.0

10.1

90.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親族・知人にみてもらった

短期入所生活援助事業を利用した

短期入所生活援助事業以外の保育事業を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答
計:99

 

子どもを泊まりがけで家族以外に預けなければならないことがあったと回答した 99 人に、対

処方法をたずねたところ、「親族・知人にみてもらった」が 90.9％で最も多くなっています。 
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10．小学校就学後の放課後の過ごし方について（※５歳以上である方のみ） 

 

（１）低学年時に子どもを放課後過ごさせたい場所 

問 26 宛名のお子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日の小 

学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。（あてはまるものす

べてに○、希望する週あたりの日数を記入、「６．放課後児童クラブ（学童保育）」、「７．

保育所・私立幼稚園の学童保育」の場合には利用を希望する時間を記入） 

13.2

0.0

5.9

12.7

43.6

3.9

28.4

2.5

12.7

42.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

保育所・私立幼稚園の学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答
計:204

 

小学校低学年（１～３年生）のうちは放課後の時間をどこで過ごさせたいかをたずねたとこ

ろ、「自宅」が 43.6％と最も多く、次いで、「放課後児童クラブ（学童保育）」（42.2％）、「習

い事」（28.4％）、「放課後子ども教室」（13.2％）の順となっています。 
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（２）高学年になった場合に子どもを放課後過ごさせたい場所 

問 27 宛名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日の

小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。 

   （あてはまるものすべてに○、希望する週あたりの日数を記入、「６．放課後児童クラ

ブ（学童保育）」、「７．保育所・私立幼稚園の学童保育」の場合には利用を希望する時

間を記入） ※先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

8.8

28.9

14.7

1.5

42.6

4.4

56.4

14.7

5.4

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

保育所・私立幼稚園の学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答
計:204

 

小学校高学年（４～６年生）のうちは放課後の時間をどこで過ごさせたいかをたずねたとこ

ろ、「自宅」が 56.4％と最も多く、次いで「習い事」（42.6％）、「放課後児童クラブ（学童保

育）」（28.9％）、「祖父母宅や友人・知人宅」（14.7％）の順となっています。 
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11．子育て支援について 

 

（１）地域における子育て環境の満足度 

問 31 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度をお答えください。（１つに

○） 
�

11.2 11.027.6 38.1 10.1 2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

不満 やや不満 普通 やや満足 満足 無回答

 

地域における子育て環境や支援に対する満足度では、満足と感じている人（「満足」（2.0％）

と「やや満足」（10.1％）の合計）は、全体の 12.1％、不満と感じている人（「不満」（11.2％）

と「やや不満」（27.6％）の合計）は、全体の 38.8％を占めています。 

 

 

（２）子育ての楽しさ 

問 32 子育ては楽しいですか。（１つに○） 
�

34.0 55.7

1.5 0.2

6.6 2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

とても楽しい まあ楽しい あまり楽しくない

まったく楽しくない どちらともいえない 無回答

 

子育ての楽しさでは、楽しいと感じている人（「とても楽しい」（34.0％）と「まあ楽しい」

（55.7％）の合計）が全体の約９割を占めています。 
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（３）子育ての負担感 

問 32 子育てに負担を感じていますか。（１つに○） 
�

4.2 48.7 29.8 6.4 9.0 1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

とても感じている ある程度感じている

あまり感じていない まったく感じていない

どちらともいえない 無回答

 

子育ての負担感では、負担を感じている人（「とても感じている」（4.2％）と「ある程度感じ

ている」（48.7％）の合計）が全体の 52.9％を占めています。 

 

 

（４）父親の育児参加状況 

問 33 お父さんは育児に参加していますか。（１つに○） 
�

42.5 40.8 9.0 5.5 2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:544

よくしている 時々している ほとんどしていない

父親はいない 無回答

 

父親の育児参加状況については、「よくしている」が 42.5％、「時々している」が 40.8％と

全体の約８割が育児に参加していると回答しています。 
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（５）子育てする上で大切なこと 

問 37 地域で子育てをする上で大切だと思うことは何ですか。（あてはまるもの３つまで〇） 

19.3

3.3

65.1

42.6

44.5

7.4

46.9

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

子ども会活動、地域の人と触れ合う機会が多いこと

スポーツや遊び等の指導をしてくれる人がいること

他の子どもでも叱ってくれること

隣近所等の交流が盛んなこと

三世代の交流機会が多いこと

その他

地域の活動には期待しない

無回答
計:544

 

地域で子育てをする上で大切と思うことをたずねたところ、「子ども会活動、地域の人と触れ

合う機会が多いこと」が 65.1％と最も多く挙げられています。 

次いで、「スポーツや遊び等の指導をしてくれる人がいること」が 46.9％、「他の子どもでも

叱ってくれること」が 44.5％、「隣近所等の交流が盛んなこと」が 42.6％などとなっています。 

 

（６）優先的に取り組むべき子育て施策 

問 38 次代を担う子どもたちを育てていくうえで、市が優先的に取り組むべきことはどのよ

うなことだと思いますか。（あてはまるもの３つまで〇） 

34.4

0.4

32.7

3.9

47.2

19.1

41.9

1.3

8.5

40.3

2.4

56.1

8.6

11.2

3.9

16.2

0% 20% 40% 60%

子育て世帯に対する経済的支援の充実

保育サービスの充実

学校教育環境の充実

医療体制（小児科、産婦人科）の確保

防犯対策の徹底

子どもの居場所の確保

子育て支援に関する情報提供の充実

企業の職場環境改善の指導

子育てに関する相談体制の充実

親に対する家庭教育の充実

親同士の交流の促進

在宅環境の改善

世代間交流の促進

その他

特に取り組む必要はない

無回答
計:544

 

市が優先的に取り組むべきことでは、「子育て世帯に対する経済的支援の充実」（56.1％）、「保

育サービスの充実」（47.2％）、「学校教育環境の充実」（41.9％）、「医療体制（小児科、産婦人

科）の確保」（40.0％）などが上位に挙げられています。 
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12．自由記述 

 

問 39 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。  

      

212 件のご回答をいただきました。一部抜粋を掲載しています。 

 

  ■市の子育て支援（全般）について 

 ・今よりもっと地域の親同士が気軽に触れ合える環境を作って欲しい。 

 ・初めての子育てでも、保健センターややまゆり館へ行って相談したり、そこでできた友人と話し

たりすることで、楽しんでこられたかなと思っています。そのため、それらは今後もぜひ続けて

もらえたらと思います。 

 ・昔のように地域全体で子どもたちを支えてあげる気持ちも大切と思う。 

 ・親になるという意識を育てる教育、支援をしてもらいたい。 

 ・子育てサロンのような親子が集う場所を色々な場所に増やしてほしいです。 

 ・児童館を近場にしてほしい。 

   ・不登校やひきこもり及び発達障がいなどに対し、専門的支援のできるソーシャルスキルトレーニ

ング（ＳＳＴ）資格者の配置を希望します。 

   ・児童館の利用を土日祝日でもできるようにしてほしい。 

・ひとり親同士の交流会や情報等が充実されていると、不安が解消につながると思います。 

 

■保育園・幼稚園・認定こども園について 

   ・いつも保育園を利用させて頂いているのですが、先生達が優しく子供達と活動して下さったり、

私達の話を親身になって聞いて下さったりととても楽しく利用させて頂いています。 

   ・保育所、幼稚園の案内や詳しい内容が全く分からない。子どもを保育所や幼稚園に通わせようと

考えている方むけに案内をまとめたものがほしい。場所や人数、料金なども含め、分かりやすく

まとめてあると参考になると思う。 

   ・祖父母と同居していても、保育園に入れるようにしてほしい。同居しているからといって、必ず

しも面倒をみてくれるわけではない。 

 

■一時預かりや病児・病後児等の保育サービスについて 

   ・病児・病後児保育の検討をしてほしい。 

   ・一時預かりを柔軟に受け入れてほしい。 

 ・利用料が安くて、週末や長期休暇中も利用できる施設を増やして、育児をしながらでも働けるよ

うな環境を充実させていただきたいです。 

・仕事でどうしても休めない時や、病気等でやむを得ず保育園や幼稚園に預けなければならない時、

もう少し柔軟性を持ってほしい。 
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  ■母子保健 

   ・子連れで行け健康診断や子連れで参加出来る母親講座があると嬉しいです。 

   ・産婦人科が無く土浦市石岡市まで通ったり、分娩しなくてはならないので不便です。 

 

■医療 

 ・小児科にもっと力をいれてほしい。（休日中など） 

 ・医療費を無料にしてほしい。 

 

■小学校・中学校について 

 ・小学校の先生の人数を増やしてほしい。（ボランティアも可） 

 ・小学校合併後のバス運行の充実。 

  

  ■就学後の子どもの居場所について 

 ・放課後児童クラブをもっと充実してほしい。低学年だけでなく、高学年になっても利用したい。 

 ・学校が終わったらスポーツ教室や英語教室などに連れて行く事業をやってほしい 

  

  ■情報・相談について 

   ・市のホームページに保育園の情報（年間活動、一時預かり等）を詳しく載せてほしいです。助成

金や免除の制度が適用される家庭へは、個人通知をする。 

   ・支援を受けたいけど、どんな支援があるのかわからない。保育所や先生、友達同士での口伝えで知

る事も多いため、情報の提供ともに、母親たちの声に寄り添う支援を期待します。 

   ・情報誌など配布方法を考えてもらいたい。障害児のための役立つ情報もほしい。 

 

■生活環境について 

   ・歩行者に優しい市道が無い。 

   ・通学路の安全を確保してほしい。 

 

  ■遊び場について 

   ・子どもだけで安全に遊べる場所を作ってくれたら良いと思います。 

   ・公園があると、自然に子ども同士仲良くなったり、親同士も会話が少しはできると思います。皆

が集まれる、大きな遊具の充実した場所を提供してほしい。 

 

  ■その他 

   ・教育関係者、保育士も含め質の向上をお願い致します。 

   ・子どもが欲しくても出来ない方への援助。 

   ・アンケートをきちんと活用して現状を把握して改善して欲しいです。 

   ・いじめ、虐待等が無いようにしてほしい。 
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◆◆小学生保護者◆◆ 
 

１．住まいの地域について 

 

（１）居住地区 

問１ お住まいの地区は次のうちどちらですか。（１つに○） 

4.2

3.0

23.8

6.3

5.0

4.8

2.0

4.7

4.7

3.5

4.4

27.9

5.2

0% 10% 20% 30% 40%

下大津小学校区

美並小学校区

牛渡小学校区

佐賀小学校区

安飾小学校区

志士庫小学校区

宍倉小学校区

志筑小学校

新治小学校区

七会小学校区

上佐谷小学校区

下稲吉小学校区

下稲吉東小学校区

計:795

 

回答者の居住地区は、「下稲吉小学校区」が 27.9％と最も多く、「下稲吉東小学校区」が 23.8％、

「美並小学校区」が 6.3％となっています。 
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２．子どもとご家族の状況について 

 

（１）子どもの学年 

問２ 宛名のお子さんの学年をご記入してください。 
�

16.6 16.716.0 16.5 17.6 16.1 0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

小学１年生 小学２年生 小学３年生 小学４年生

小学５年生 小学６年生 無回答

 

子どもの学年は、「小学１年生」が 16.6％、「小学２年生」が 16.0％、「小学３年生」が 16.5％、

「小学４年生」が 17.6％、「小学５年生」が 16.1％、「小学６年生」が 16.7％となっています。 

 

（２）調査票回答者 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。宛名のお子さんからみた関係でお答え

ください。（１つに○） 
�

89.2 9.9

0.4

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

母親 父親 その他 無回答

 

調査票の回答者については、「母親」が 89.2％、「父親」が 9.9％となっています。 
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（３）調査回答者の配偶関係 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（１つに○） 
�

86.2 11.8 2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

 

調査票回答者の配偶関係については、「配偶者がいる」が 86.2％、「配偶者はいない」が 11.8％

となっています。 

 

（４）子育てを主に行っている人 

問６ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さん

からみた関係でお答えください。（１つに○） 
�

52.1 43.5

1.0 2.0 1.0

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答

 

子育てを主に行っている人については、「父母ともに」が 52.1％と過半数を占めています。

次いで、「主に母親」が 43.5％となっています。 
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３．子どもの育ちをめぐる環境について 

 

（１）子育てに日常的に関わっている人・施設 

問７ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）で

すか。お子さんからみた関係でお答えください。（あてはまるものすべてに○） 

16.9

4.3

0.4

58.6

33.3

39.0

0.8

50.3

4.2

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

小学校

母親

祖父母

放課後児童クラブ(学童保育)

父親

放課後子ども教室

その他

無回答
計:795

 

子育てに日常的に関わっている人・施設については、「父母ともに」（58.6％）、「小学校」

（50.3％）、「母親」（39.0％）などが多く挙げられています。 

 

 

（２）子育てに影響する環境 

問８ 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境をお答え

ください。（あてはまるものすべてに○） 

0.3

3.9

83.5

0.5

24.7

8.3

88.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭

小学校

地域

放課後児童クラブ(学童保育)

放課後子ども教室

その他

無回答

計:795

 

子育てに影響する環境については、「家庭」（88.9％）、「小学校」（83.5％）、が特に多く挙げ

られています。 
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（３）子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

問９ 保育所等施設の通所の有無に関わらず、日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知

人はいますか。（あてはまるものすべてに○） 

8.1

47.0

3.5

16.4

38.7

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答
計:795

 
日頃、子どもを預かってもらえる親族の有無については、「緊急時もしくは用事の際には祖父

母等の親族にみてもらえる」が 47.0％と最も多く、次いで「日常的に祖父母等の親族にみても

らえる」が 38.7％、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」

が 16.4％となっています。 

 

 

（３－１）親族にみてもらっている状況 

問９－１ 問９で「１」、「２」に○をつけた方のみ 

祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

9.0

3.5

21.3

0.5

16.0

15.4

62.7

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配する

ことなく、安心して子どもをみてもらえる

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答
計:624

 

親族にみてもらっている状況については、「祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的

制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」が 62.7％と最も多く、次いで「自

分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」が 21.3％、「祖父母等の親族の時

間的制約や精神的な負担が大きく心配である」が 16.0％となっています。 
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（３－２）友人・知人にお子さんをみてもらっている状況 

問９－２ 問９で「３」、「４」に○をつけた方のみ 

友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

2.8

60.1

3.5

15.4

2.1

24.5

8.4

0% 20% 40% 60% 80%

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を

心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

その他

無回答
計:143

 

友人・知人にみてもらっている状況については、「友人・知人の身体的・精神的な負担や時間

的制約を心配することなく、安心して子どもをみてもらえる」が 60.1％と最も多く、次いで「自

分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい」が 24.5％、「友人・知人の時間的

制約や精神的な負担が大きく心配である」が 15.4％となっています。 

 

 

（４）子育てに関して相談できる人・場所の有無 

問 10 宛名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。 

   また、相談できる場所はありますか。（１つに○） 

�

87.8 6.5 5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

いる・ある いない・ない 無回答

 

子育てをする上で、気軽に相談できる人がいるかたずねたところ、「いる・ある」が 87.8％、

「いない・ない」が 6.5％となっています。 
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（４－１）子育てに関して相談先 

問 10－１ 問 10 で「１．いる・ある」に○をつけた方のみ 

お子さんの子育て(教育を含む)に関して、気軽に相談できる先は、誰(どこ)ですか。

（あてはまるものすべてに○） 

4.4

3.6

73.2

1.1

28.8

4.3

15.9

78.8

0.0

0.4

0.4

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

友人や知人

祖父母等の親族

小学校

近所の人

かかりつけの医師

学童保育・放課後子ども教室

子育て支援施設等・NPO

保健所・保健センター

自治体の子育て関連担当窓口

民生委員・児童委員

その他

無回答
計:698

 
子育てをする上で、気軽に相談できる人がいると回答した 698 人に、相談先をたずねたとこ

ろ、「友人や知人」（78.8％）、「祖父母等の親族」（73.2％）が特に多くあげられています。 
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４．保護者の就労状況について 

 

（１）母親の就労状況 

問 12 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えくだ

さい。 
�

29.9 0.4 45.7 0.8 17.6 2.8 2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 

母親の就労状況では、「パート・アルバイトで就労しており、産休・育休・介護休業中ではな

い」が最も多く 45.7％を占めています。また現在就労している人は全体の 76.8％となってい

ます。 

 

（２）父親の就労状況 

問 12 宛名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお答えくだ

さい。 
�

75.0

0.4 0.6 0.0 1.1 0.1

22.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 

父親の就労状況では、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない」が最も多く

75.0％を占めています。 
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（３）パート・アルバイト等で働く保護者のフルタイムへの転換希望 

問 13 問 12 の（１）または（２）で「３」、「４」（パート・アルバイト等で就労）に○をつ

けた方のみ 

フルタイムへの転換希望はありますか。（それぞれ１つに○） 
�

6.2

20.0

17.3

40.0

62.3

20.0

2.4

0.0

11.7

20.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1)母親
計:369

(2)父親
計:5

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

 

パートタイム、アルバイト等で就労している母親については、23.5％がフルタイムへの転換

希望（「フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある」（6.2％）、「フルタイムへの

転換希望はあるが、実現できる見込みはない」（17.3％）の合計）があると回答しています。 

また、パートタイム、アルバイト等で就労している父親については、４人中３人がフルタイ

ムへの転換希望があると回答しています。 

 

（４）現在就労していない保護者の就労希望 

問 14 問 12 の（１）または（２）で「５」、「６」（就労していない）に○をつけた方のみ 

就労したいという希望はありますか。（それぞれ該当する番号・記号１つに○、該当する

□内に記入） 
�

31.5

40.0 0.0

21.6

20.0

34.6

40.0

12.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1)母親

計:162

(2)父親

計:10

子育てや家事などに専念したい

1年より先、一番下の子どもが　□□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

 

現在就労していない母親 162 人について、56.2％に今後の就労希望がある（「1 年より先、

一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい」（21.6％）と「すぐにでも、もしくは１年

以内に就労したい」（34.6％）の合計）と回答しています。 

また、「子育てや家事などに専念したい」が 31.5％となっています。 
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５．放課後の過ごし方について 

 

（１）低学年時に子どもを放課後過ごさせたい場所 

問 19 宛名のお子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日の小

学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。また、過ごさせ

たいと思いますか。（あてはまるものすべてに○、希望する週あたりの日数を記入、

「６．放課後児童クラブ（学童保育）」、「７．保育所・私立幼稚園の学童保育」の場

合には利用を希望する時間を記入） 

4.7

32.7

16.4

0.3

34.8

3.6

56.2

9.8

5.7

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

保育所・私立幼稚園の学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答
計:795

 

小学校低学年（１～３年生）のうちは放課後の時間をどこで過ごさせたいかたずねたところ、

「自宅」が 56.2％と最も多く、次いで、「習い事」（34.8％）、「放課後児童クラブ（学童保育）」

（32.7％）、「祖父母宅や友人・知人宅」（16.4％）の順となっています。 
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（２）高学年時に子どもを放課後過ごさせたい場所 

問 20 宛名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）のうちは、放課後（平日の小

学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。また、過ごさせた

いと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○、希望する週あたりの日数を記入、「６．放課後児童クラブ

（学童保育）」、「７．保育所・私立幼稚園の学童保育」の場合には利用を希望する時間を

記入）  ※先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

4.4

0.4

6.7

9.9

72.6

2.1

45.0

0.0

18.2

14.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ

保育所・私立幼稚園の学童保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答
計:795

 

小学校高学年（４～６年生）のうちは放課後の時間をどこで過ごさせたいかたずねたところ、

「自宅」が72.6％と最も多く、次いで、「習い事」（45.0％）、「祖父母宅や友人・知人宅」（18.2％）、

「放課後児童クラブ（学童保育）」（14.0％）の順となっています。 
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６．子育て支援について 

 

（１）地域における子育て環境の満足度 

問 24 お住まいの地域における子育ての環境や支援への満足度をお答えください。（１つに

○） 
�

10.2 5.329.8 42.8 10.8

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

不満 やや不満 普通 やや満足 満足 無回答

 

地域における子育て環境や支援に対する満足度では、満足と感じている人（「満足」（1.1％）

と「やや満足」（10.8％）の合計）は、全体の 11.9％、不満と感じている人（「不満」（10.2％）

と「やや不満」（29.8％）の合計）は、全体の４割を占めています。 

 

 

（２）子育ての楽しさ 

問 25 子育ては楽しいですか。（１つに○） 
�

29.7 59.4

2.3 0.6

6.7 1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

とても楽しい まあ楽しい あまり楽しくない

まったく楽しくない どちらともいえない 無回答

 

子育ての楽しさでは、楽しいと感じている人（「とても楽しい」（29.7％）と「まあ楽しい」

（59.4％）の合計）が全体の約９割を占めています。 
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（３）子育ての負担感 

問 26 子育てに負担を感じていますか。（１つに○） 
�

3.9 40.0 36.9 8.7 9.4 1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

とても感じている ある程度感じている

あまり感じていない まったく感じていない

どちらともいえない 無回答

 

子育ての負担感では、負担を感じている人（「とても感じている」（3.9％）と「ある程度感じ

ている」（40.0％）の合計）が全体の 43.9％を占めています。 

 

 

（４）父親の育児参加状況 

問 27 お父さんは育児に参加していますか。（１つに○） 
�

33.1 42.4 13.6 9.2 1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計:795

よくしている 時々している ほとんどしていない

父親はいない 無回答

 

父親の育児参加状況については、「よくしている」が 33.1％、「時々している」が 42.4％と

全体の 75.5％が育児に参加していると回答しています。 
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（５）子育てする上で大切なこと 

問 30 地域で子育てをする上で大切だと思うことは何ですか。（あてはまるもの３つまで〇） 

13.1

3.0

45.2

6.5

43.0

37.6

58.4

7.3

0% 20% 40% 60% 80%

子ども会活動、地域の人と触れ合う機会が多いこと

他の子どもでも叱ってくれること

スポーツや遊び等の指導をしてくれる人がいること

隣近所等の交流が盛んなこと

三世代の交流機会が多いこと

その他

地域の活動には期待しない

無回答
計:795

 

地域で子育てをする上で大切と思うことをたずねたところ、「子ども会活動、地域の人と触れ

合う機会が多いこと」が 58.4％と最も多く挙げられています。 

次いで、「他の子どもでも叱ってくれること」が 45.2％、「スポーツや遊び等の指導をしてく

れる人がいること」が 43.0％、「隣近所等の交流が盛んなこと」が 37.6％などとなっています。 

 

（６）優先的に取り組むべき子育て施策 

問 31 次代を担う子どもたちを育てていくうえで、市が優先的に取り組むべきことはどのよ

うなことだと思いますか。（あてはまるもの３つまで〇） 

30.4

0.3

10.3

3.9

9.7

9.2

55.0

7.4

35.8

5.0

1.8

39.0

12.8

44.7

2.0

23.8

0% 20% 40% 60%

子育て世帯に対する経済的支援の充実

学校教育環境の充実

防犯対策の徹底

子どもの居場所の確保

医療体制（小児科、産婦人科）の確保

保育サービスの充実

企業の職場環境改善の指導

子育てに関する相談体制の充実

子育て支援に関する情報提供の充実

親に対する家庭教育の充実

親同士の交流の促進

在宅環境の改善

世代間交流の促進

その他

特に取り組む必要はない

無回答
計:795

 

市が優先的に取り組むべきことでは、「子育て世帯に対する経済的支援の充実」（55.0％）、「学

校教育環境の充実」（44.7％）、「防犯対策の徹底」（39.0％）、子どもの居場所の確保（35.8％）、

「医療体制（小児科、産婦人科）の確保」（30.4％）などが上位に挙げられています。 
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７．自由記述 

 

問 32 最後に、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関してご意見がございまし

たら、ご自由にご記入ください。 

 

243 件のご回答をいただきました。一部抜粋を掲載しています。 

 

  ■市の子育て支援（全般）について 

 ・親同士の交流の促進は、親のストレスをなくし、子育てを楽にできる最もよい方法かと思います。 

・やまゆり館をもっと活用したい。小学生以上の方も利用しやすくしてほしいです。 

・勉強だけでなく、地域や社会との関わりを楽しみながら持てるよう、環境を作っていただきたい

と思います。 

・周りとのコミュニケーションは、子育てにおいてとても大きな役割を持つと思います。子ども同

士だけでなく、親同士も相手との距離を計り、必要な情報を交換できる場を多く持てるといいと

思います。 

・マル福医療制度を充実してほしい。 

・予防接種を助成してほしい。 

・休日に子どもたちだけでも参加できるサークル、行事があるといいと思います。 

・近くの公民館などを開放して、子育て中のママが気軽に入れるような場を設ける。子育て世代の

収入の差が大きいと感じているので、支援を充実させてもらいたい。 

・親世代は仕事と家事が忙しく、日常的に子どもの話をゆっくり聞いてあげる時間がないように感

じます。核家族になり、子どもを見守る目も減っています。地域で子どもたちを見守ることがで

きるといいなぁと思います。 

・働くお母さんが一番困るのは、病気の子どもの対応で、その時に安心して預けられる場所、放課

後の子どもの居場所で宿題、勉強、習い事など教えていただければ…そんな支援があれば、安心

して仕事と子育ての両立が可能になると思います。 

 

■教育等について 

   ・家庭での学習で、短時間、宿題やその他の学習をサポートしてくれるサービスがあると良いと思

います。 

   ・いじめをなくしてほしい。 

   ・企業やボランティア、地域が一体となって、子どもたちの教育を土曜日などに定期的に行う。 

・子どもを自然の中で遊ばせてほしい。同学年だけではなく、年上、年下の子どもとも交流できた

ら良い。勉強ばかりでなく、運動をし、体力をつけてほしい。 
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・教える、育てる立場の方は、悪い子にも良い子にも味方になれる人間であってほしいと思います。

いじめがあった場合に、いじめられている子を守るために、いじめている側、その他をけなし、

見放すようなことは、あってはならないと思います。 

 ・幼、保、小の連携をもっと密にした方が良いと思います。特に発達障がいなど、特別な支援を必

要とする子どもを温かく手厚く見守っていくシステムの充実が学校教育も含めて、もっと必要で

あると感じています。 

  ・子どもは家庭での教育、指導が必要ですが、学校に行くと、一日の大半を学校で過ごし、色々な

情報を得て、影響も大きいです。小学校の時期は自我が育ってくる時期です。その時の大半を学

校で過ごし、学んでくるのだから、学校の存在、教育方針はとても大事です。学校を教育してい

くことも、市の取り組みとして大事だと思います。 

 ・各家庭での子育て力が低下していることを、子どもたちの言動等から感じ取れます。質の高い学

校教育を希望しますが、親も質を上げなければいけないと思います。 

 

■小学校・中学校について 

 ・子どもが毎日楽しく学校に行けること。 

・子ども自身が先生等に気軽に相談、話ができること。 

 ・小学校の校庭を放課後、そのまま子どもたちが遊べるように開放してほしい。 

 ・学校と児童館の間で密な連携をとっていただきたい。 

 

 

  ■学童保育等について 

 ・来年、民間保育園が設立されますが、市運営の公立保育所はなくさず、長い年月をかけて確立さ

れた保育士さんの育成等で信頼された保育をこの先も続けて行ってください。 

 ・長期休みなどは 6 年生まで預かってもらえるようになると助かります。 

 ・児童クラブの指導員の先生に男性がいると、子どもたちの遊びの幅も広がって良いと思います。 

 ・土日も学童保育があってほしい。 

 ・高学年でも夏休みなどの長期休暇期間中も、放課後児童クラブを利用できるようにしていただき

たい。 

 ・両親が働いていて、そのために子どもを預けているのに負担が増えてはあまり意味がないと思う。

保護者の負担が少ない学童の仕組みを考えてほしいです。もう少し子どもを預けやすくしてほし

い。 

 ・小学高学年になっても放課後児童クラブの利用を確実に利用できるようにしてほしい。 
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■生活環境について 

   ・下校時の防犯パトロールを強化していただきたい。 

   ・現在、通学路でも危険な場所はたくさんあります。何か起こってから対策を取るのではなく、何

も起きないよう、対策を取ってほしい。早急な対応を望みます。（通学路の歩道の確保、通学バ

スの検討、防犯パトロールや、旗当番の実施等） 

   ・子どもの安全を確保できる体制を望む。 

   ・子どもたちの下校時には学校から自宅付近までシルバーボランティアの方が一緒に下校してほし

い。 

 

  ■遊び場について 

   ・不審者情報等が多くて、子どもを外で遊ばせられません。安心して遊ばせてあげられる場所、環

境があると嬉しいです。 

   ・気軽に遊べる公園が少ない。 

 

  ■その他 

   ・保育所の民営化、小学校の統合など、地域の声を聞かずに進めていること。きちんと説明をし、

地域の皆さんの声を聞くことをしてから、話を進めていくべきではないでしょうか。 
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